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審決 

 

無効２０１８－８８０００５ 

 

滋賀県守山市幸津川町１５５１番地 

請求人 株式会社 イマック 

 

 （省略） 

代理人弁理士 楠本 高義 

 

 （省略） 

代理人弁理士 藤河 恒生 

 

 （省略） 

代理人弁理士 三雲 悟志 

 

京都府京都市上京区烏丸通下立売上ル桜鶴円町３７４番地 

被請求人 シーシーエス 株式会社 

 

 （省略） 

代理人弁理士 西村 竜平 

 

 （省略） 

代理人弁理士 齊藤 真大 

 

 （省略） 

代理人弁理士 上村 喜永 

 

 

 上記当事者間の意匠登録第１２２４６１５号「検査用照明器具」の意匠登録

無効審判事件について，次のとおり審決する。 

 

結 論 

 本件審判の請求は、成り立たない。 

 審判費用は、請求人の負担とする。 

 

理 由 

第１ 手続の経緯 

 本件意匠登録第１２２４６１５号の意匠（以下「本件登録意匠」という。）

は、平成１６年（２００４年）４月１２日に意匠登録出願（意願２００４－１

１２２６）されたものであって、審査を経て同年１０月２２日に意匠権の設定

の登録がなされ、同年１２月６日に意匠公報が発行され、その後、当審におい



 2 / 62 

 

て、概要、以下の手続を経たものである。 

 

 ・本件審判請求              平成３０年 ５月１０日 

 ・審判事件答弁書提出           平成３０年 ７月１０日 

 ・審判事件弁駁書提出           平成３０年 ８月２１日 

 ・口頭審理陳述要領書（被請求人）提出   平成３０年１０月 ５日 

 ・口頭審理陳述要領書２（被請求人）提出  平成３０年１０月１２日 

 ・口頭審理陳述要領書（請求人）提出    平成３０年１０月２２日 

 ・口頭審理                平成３０年１１月 ５日 

 ・上申書（被請求人）提出         平成３０年１１月１３日 

  （この上申書は、審理終結後に提出されたものであり、上申の内容が 

   無効理由に関係しないから、当審における審理の対象にはしない。） 

 

第２ 請求人の申し立て及び理由 

 請求人は、請求の趣旨を 

「登録第１２２４６１５号意匠の登録を無効とする。 

 審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。」と申し立て、その

理由を、おおむね以下のとおり主張し（「審判事件弁駁書」及び「口頭審理陳

述要領書」の内容を含む。）、その主張事実を立証するため、後記５に掲げた

甲第１号証ないし甲第１０号証を提出した。 

 

１ 意匠登録無効の理由の要点 

 本件登録意匠（意匠登録第１２２４６１５号の意匠。審判請求書の別紙第１。

本審決の別紙第１参照。）は、下記の理由ア又はイにより、意匠法第４８条第

１項第１号に該当し、無効とすべきである。 

 ア 本件登録意匠は、本件登録意匠の出願前に頒布された刊行物である甲第

１号証に掲載されている意匠（放熱部）により又は甲第２号証に掲載されてい

る意匠（放熱部）により又は甲第３号証に掲載されている意匠（放熱部）によ

り、意匠法第３条第１項第３号又は同法第３条第２項の規定により意匠登録を

受けることができないものである。 

 イ 本件登録意匠は、甲第１号証に掲載されている意匠と甲第２号証に掲載

されている意匠により又は甲第１号証に掲載されている意匠と甲第３号証に掲

載されている意匠により、意匠法第３条２項の規定により意匠登録を受けるこ

とができないものである。 

 

２ 本件意匠登録を無効とすべき理由 

（１）本件登録意匠と甲第１号証～甲第３号証に掲載の意匠の要旨 

 ア 本件登録意匠の要旨（別紙第１参照） 

 本件登録意匠の基本的構成態様は、以下のようである。 

 （Ａ）検査用照明器具に放熱部（部分意匠）が設けられている。 

 （Ｂ）該放熱部には、延伸する軸体が設けられている。 

 （Ｃ）該軸体には、互いに等しい間隔をあけて配置された円板状の直径が同
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一の複数枚のフィンが設けられている。 

 （Ｄ）該複数枚のフィンのうち終端のフィンは、他のフィンよりも厚い。 

 本件登録意匠の各部の形態（具体的構成態様）は、以下のようである。 

 （Ｅ）複数枚のフィンの間隔は、フィンにおける直径の約１２．５％である。 

 （Ｆ）フィンの枚数は計３枚であり、そのうち、終端のフィンが１枚、他の

フィンが２枚である。 

 （Ｇ）複数枚のフィンのうち、他のフィンの厚みは、フィンの直径の約４．

２％であるとともに、終端のフィンは、他のフィンに比べて約２倍の厚みであ

る。 

 （Ｈ）軸体は同一径で延伸し、その直径は、フィンの約２０．８％である。 

 （Ｉ）複数枚のフィンのうち、終端のフィンは、後面の縁の全てに面取り

（厚みの約１０．０％）が施してある。 

 イ 甲第１号証の要旨（別紙第２参照） 

 甲第１号証は、書籍「エレクトロニクスのための熱設計完全入門」 

    発行日    平成９年（１９９７年）７月１８日 

    著者     国峰 尚樹 

    発行所    日刊工業新聞社 

 の抜粋（写し）である。 

 甲第１号証に掲載の意匠（放熱部（タワー型のヒートシンク））は、本件登

録意匠の出願前に公知となった先行意匠であって、物品は、甲第１号証ｐ．１

６９の下から６行目の「表面の熱流密度が大きい電子部品に対して用いられる」

という記載からも明らかなように、電子機器一般である。 

 甲第１号証に掲載の意匠の基本的構成態様は、以下に示すところである。 

 （ａ１）電子機器に放熱部が設けられている。 

 （ｂ１）該放熱部には、延伸する軸体が設けられている。 

 （ｃ１）該軸体には、互いに等しい間隔をあけて配置された円板状の直径が

同一の複数枚のフィンが設けられている。 

 （ｄ１）該複数枚のフィンのうち終端のフィンは、他のフィンと同じ厚さで

ある。 

 甲第１号証に掲載の意匠の各部の形態（具体的構成態様）は、以下に示すと

ころである。 

 （ｅ１）複数枚のフィンの間隔は、フィンにおける直径の約２１％である。 

 （ｆ１）フィンの枚数は計４枚であり、そのうち、終端のフィンが１枚、他

のフィンが３枚である。 

 （ｇ１）全てのフィンの厚みは、フィンの直径の約４％である。 

 （ｈ１）軸体は同一径で延伸し、その直径は、フィンの約３８％である。 

 （ｉ１）終端のフィンは、後面の縁に面取りを施してない。 

 ウ 甲第２号証の要旨（別紙第３参照） 

 甲第２号証に掲載の意匠は、本件登録意匠の出願前に公然実施（遅くとも平

成１４年）となった先行意匠であって、物品は、検査用照明器具である。 

 甲第２号証に掲載の意匠の放熱部の基本的構成態様は、以下に示すところで

ある。 
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 （ａ２）検査用照明器具に放熱部が設けられている。 

 （ｂ２）該放熱部には、延伸する軸体が設けられている。 

 （ｃ２）該軸体には、互いに等しい間隔をあけて配置された円板状の直径が

同一の複数枚のフィンが設けられている。 

 （ｄ２）該複数枚のフィンのうち終端のフィンは、他のフィンよりも厚い。 

 本件登録意匠の各部の形態（具体的構成態様）は、以下に示すところである。 

 （ｅ２）複数枚のフィンの間隔は、フィンにおける直径の約５％である。 

 （ｆ２）フィンの枚数は計３枚であり、そのうち、終端のフィンが１枚、他

のフィンが２枚である。 

 （ｇ２）複数枚のフィンのうち、他のフィンの厚みは、フィンの直径の約

５％であるとともに、終端のフィンは、他のフィンに比べて約２倍の厚みであ

る。 

 （ｈ２）軸体は同一径で延伸し、その直径は、フィンの約７６％である。 

 （ｉ２）複数枚のフィンのうち、終端のフィンは、後面の縁の全てに面取り

（厚みの約２５％）が施してある。 

 エ 甲第３号証の要旨（別紙第４参照） 

 甲第３号証（発行日：平成１５年６月１６日）に掲載の意匠の物品は、検査

用照明器具である。 

 甲第３号証に掲載の意匠の放熱部の基本的構成態様は、以下に示すところで

ある。 

 （ａ３）検査用照明器具に放熱部が設けられている。 

 （ｂ３）該放熱部には、延伸する軸体が設けられている。 

 （ｃ３）該軸体には、互いに等しい間隔をあけて配置された円板状の直径が

同一の複数枚のフィンが設けられている。 

 （ｄ３）該複数枚のフィンのうち終端のフィンは、他のフィンよりも厚い。 

 本件登録意匠の各部の形態（具体的構成態様）は、以下に示すところである。 

 （ｅ３）複数枚のフィンの間隔は、フィンにおける直径の約１０％である。 

 （ｆ３）フィンの枚数は計２枚であり、そのうち、終端のフィンが１枚、他

のフィンが１枚である。 

 （ｇ３）複数枚のフィンのうち、他のフィンの厚みは、フィンの直径の約４．

２％であるとともに、終端のフィンは、他のフィンに比べて約２．５倍の厚み

である。 

 （ｈ３）軸体は同一径で延伸し、その直径は、フィンの約４２％である。 

 （ｉ３）複数枚のフィンのうち、終端のフィンは、後面の縁の全てに面取り

（厚みの約３３％）が施してある。 

（２）本件登録意匠と甲第１号証～甲第３号証に掲載の意匠の対比 

 ア 本件登録意匠と甲第１号証との対比 

 （物品の対比） 

 甲第１号証（当審注：「本件登録意匠」の誤記と認められる。）に掲載され

ている物品が「検査用照明器具」に対して、甲第１号証に掲載されている物品

は、「検査用照明器具」に限定されない電子機器である。 

 （形態の対比） 
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 （イ）本件登録意匠の基本的構成態様（Ａ）の「検査用照明器具」に対して、

甲第１号証の基本的構成態様(ａ１）は「電子機器」である。 

 （ロ）甲第１号証の基本的構成態様（ｂ１）、（ｃ１）は、本件登録意匠の

基本態様（Ｂ）、（Ｃ）と同じである。 

 （ハ）本件登録意匠の基本的構成態様（Ｄ）の「該複数枚のフィンのうち終

端のフィンは、他のフィンよりも厚い。」に対して、甲第１号証の基本的構成

態様（ｄ１）は「該複数枚のフィンのうち終端のフィンは、他のフィンと同じ

厚さである。」である。 

 （ニ）本件登録意匠の各部の形態（具体的構成態様）（Ｅ）～（Ｈ）と甲第

１号証の各部の形態（具体的構成態様）（ｅ１）～（ｈ１）は、数値が厳密に

は異なる。 

 （ホ）本件登録意匠の各部の形態（具体的構成態様）（Ｉ）の「複数枚のフ

ィンのうち、終端のフィンは、後面の縁の全てに面取り（厚みの約１０．０％）

が施してある。」に対して、甲第１号証の各部の形態（具体的構成態様）（ｉ

１）は「終端のフィンは、後面の縁に面取りを施していない。」である。 

 イ 本件登録意匠と甲第２号証との対比 

 （物品の対比） 

 本件登録意匠に係る物品と甲第３号証（当審注：「甲第２号証」の誤記と認

められる。）に係る物品は、同一の「検査用照明器具」である。 

 （形態の対比） 

 （イ）甲第２号証の基本的構成態様（ａ２）、（ｂ２）、(ｃ２）、（ｄ２）

は、本件登録意匠の基本的構成態様（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）、（Ｄ）と同じで

ある。 

 （ロ）本件登録意匠の各部の形態（具体的構成態様）（Ｅ）～（Ｉ）と甲第

２号証の各部の形態（具体的構成態様）(ｅ２）～(ｉ２）は。数値が厳密には

異なる。 

 ウ 本件登録意匠と甲第３号証との対比 

 （物品の対比） 

 本件登録意匠に係る物品と甲第３号証に係る物品は、同一の「検査用照明器

具」である。 

 （形態の対比） 

 （イ）甲第３号証の基本的構成態様（ａ３）、（ｂ３）、（ｃ３）、（ｄ３）

は、本件登録意匠の基本的構成態様(Ａ）。（Ｂ）、（Ｃ）、（Ｄ）と同じで

ある。 

 （ロ）本件登録意匠の各部の形態（具体的構成態様）（Ｅ）～（Ｉ）と甲第

２号証の各部の形態（具体的構成態様）(ｅ３）～(ｉ３）は、数値が厳密には

異なる。 

（３）本件登録意匠と甲第１号証～甲第３号証に掲載の意匠の形態の共通点及

び差異点の評価 

 意匠法第３条第１項の規定（及び同法第２４条第２項の規定）に基づき以下

のように評価すべきである。 

 ア 本件登録意匠と甲第１号証に掲載の意匠の形態の共通点及び差異点の評
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価 

 甲第１号証（当審注：「本件登録意匠」の誤記と認められる。）に掲載され

ている物品が「検査用照明器具」に対して、甲第１号証に掲載されている物品

は、「検査用照明器具」に限定されない電子機器である。よって、本件登録意

匠に係る物品「検査用照明器具」は、甲第１号証に掲載されている物品「電子

機器」に含まれるので、本件登録意匠に係る物品と甲第１号証に掲載されてい

る物品は共通する。 

 本件登録意匠において、需要者が注意を惹く部分は、基本的構成態様（Ｂ）、

（Ｃ）である。つまり、以下の構成態様である。 

 （Ｂ）該放熱部には、延伸する軸体が設けられている。 

 （Ｃ）該軸体には、互いに等しい間隔をあけて配置された円板状の直 

    径が同一の複数枚のフィンが設けられている。 

 甲第１号証の基本的構成態様（ｂ１）、(ｃ１）は、本件登録意匠の基本的

構成態様（Ｂ）、（Ｃ）と共通する。 

 また、本件登録意匠の各部の形態（具体的構成態様）（Ｅ）～（Ｈ）と甲第

１号証の各部の形態（具体的構成態様）(ｅ１）～（ｈ１）の数値の差異は、

微差であり、需要者に起こさせる美感に明らかに影響しない。 

 また、本件登録意匠の基本的構成態様（Ｄ）及び各部の形態（具体的構成態

様）（Ｉ）と甲第１号証の基本的構成態様（ｄ１）及び各部の形態（具体的構

成態様）（ｉ１）の差異については、「検査用照明器具」においては終端のフ

ィンは他のフィンよりも厚くして面取りを施すことは当然に行われることであ

るので、需要者に起こさせる美感に影響するものではない。面取りは、安全上、

検査用照明器具を含め産業機器では常識的に行われることであり、面取りを施

すと必然的に厚みは厚くなる。 

 イ 本件登録意匠と甲第２号証に掲載の意匠の形態の共通点及び差異点の評

価 

 本件登録意匠に係る物品と甲第２号証に掲載されている物品はともに「検査

用照明器具」であり共通する。 

 本件登録意匠において、需要者が注意を惹く部分は、基本的構成態様（Ｂ）、

（Ｃ）である。甲第２号証の基本的構成態様（ｂ２）、（ｃ２）は、本件登録

意匠の基本的構成態様（Ｂ）、（Ｃ）と共通する。また、甲第２号証の基本的

構成態様（ｄ２）は、本件登録意匠の基本的構成態様（Ｄ）と共通する。 

 また、本件登録意匠の各部の形態（具体的構成態様）（Ｅ）～（Ｉ）と甲第

２号証の各部の形態（具体的構成態様）（ｅ２)～(ｉ２）の数値の差異は、微

差であり、需要者に起こさせる美感に影響しない。 

 ウ 本件登録意匠と甲第３号証に掲載の意匠の形態の共通点及び差異点の評

価 

 本件登録意匠に係る物品と甲第３号証に掲載されている物品はともに「検査

用照明器具」であり共通する。 

 本件登録意匠において、需要者が注意を惹く部分は、基本的構成態様（Ｂ）、

（Ｃ）である。甲第３号証の基本的構成態様（ｂ３）、（ｃ３）は、本件登録

意匠の基本的構成態様（Ｂ）、（Ｃ）と共通する。また、甲第３号証の基本的
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構成態様（ｄ３）は、本件登録意匠の基本的構成態様（Ｄ）と共通する。 

 また、本件登録意匠の各部の形態（具体的構成態様）（Ｅ）～（Ｉ）と甲第

３号証の各部の形態（具体的構成態様）（ｅ３）～（ｉ３）の数値の差異は、

微差であり、需要者に起こさせる美感に影響しない。 

（４）本件登録意匠と甲第１号証～甲第３号証に掲載の意匠の形態の共通点及

び差異点の評価に基づく結論 

 ア 本件登録意匠と甲第１号証に掲載の意匠の形態の共通点及び差異点の評

価に基づく結論 

（意匠法第３条第１項の規定（及び同法第２４条第２項の規定）に基づく評価

に基づく結論） 

 本件登録意匠は、甲第１号証に掲載されている意匠と美感を共通にするもの

であるから、意匠法第３条第１項第３号の規定に基づき意匠登録を受けること

ができないとされるべきである。 

（意匠法第３条第２項の規定に基づく評価に基づく結論） 

 甲第１号証は、平成９年７月１８日に発行された初版１刷である。現在も初

版が書店又はインターネットで初版のまま（初版２６刷）販売されている。ま

た、請求人も、この無効審判請求（或いはこれまでの被請求人との係争）と関

係なく以前から所持していた（初版１７刷）。このように、甲第１号証で示さ

れる書籍が、世の中の熱設計の技術者に広く読み続けてこられた極めて周知な

ものである。 

 甲第１号証には、タワー型のヒートシンクは、代表的ヒートシンクの形状で

あることが示されている（ｐ．１７１の図１６－７）。また、タワー型のヒー

トシンクを含めヒートシンクは、表面の熱流密度が大きい電子部品に対して用

いられることが示されている（ｐ．１６９の下から６行目）。なお、タワー型

のヒートシンクは、代表的ヒートシンクの形状であることが他の書籍（例えば、

甲第４号証（図１．１．２８）など）に記載されており、また、光関係でも多

くの文献等（例えば、甲第２号証、甲第３号証の他、甲第５号証、甲第６号証、

甲第７号証など）に記載されている。 

 従って、検査用照明器具であっても、光を放射するＬＥＤ（電子部品）から

発生する熱を放出するために甲第１号証に掲載された放熱部（タワー型のヒー

トシンク）を用いることは本書籍が想定していることである。 

 また、甲第１号証に掲載されている意匠（放熱部（タワー型のヒートシン

ク））は、極めて周知なものである事実とともに、この書籍の性質において熱

設計の技術者に対して手本となるものであるから、これとほぼ違わぬ形状を検

査用照明器具において一者（しかも著者とは何ら関係のない者）に独占させる

ことは、熱設計の技術者に酷であるばかりか、世界市場において製品競争力の

優位性を保たんとする我が国産業の発展を阻害するものである。 

 従って、本件登録意匠は、当業者は容易に甲第１号証に掲載されている意匠

に基づいて創作することができたものであるから、意匠法第３条第２項の規定

に基づき意匠登録を受けることができないとされるべきである。 

 イ 本件登録意匠と甲第２号証に掲載の意匠の形態の共通点及び差異点の評

価に基づく結論 
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（意匠法第３条第１項の規定（及び同法第２４条第２項の規定）に基づく評価

に基づく結論） 

 本件登録意匠は、甲第２号証に掲載されている意匠と美感を共通にするもの

であるから、意匠法第３条第１項第３号の規定に基づき意匠登録を受けること

ができないとされるべきである。 

（意匠法第３条第２項の規定に基づく評価に基づく結論） 

 本件登録意匠は、当業者は容易に甲第２号証に掲載されている意匠に基づい

て創作することができたものであるから、意匠法第３条第２項の規定に基づき

意匠登録を受けることができないとされるべきである。 

 ウ 本件登録意匠と甲第３号証に掲載の意匠の形態の共通点及び差異点の評

価に基づく結論 

（意匠法第３条第１項の規定（及び同法第２４条第２項の規定）に基づく評価

に基づく結論） 

 本件登録意匠は、甲第３号証に掲載されている意匠と美感を共通にするもの

であるから、意匠法第３条第１項第３号の規定に基づき意匠登録を受けること

ができないとされるべきである。 

（意匠法第３条第２項の規定に基づく評価に基づく結論） 

 本件登録意匠は、当業者は容易に甲第３号証に掲載されている意匠に基づい

て創作することができたものであるから、意匠法第３条第２項の規定に基づき

意匠登録を受けることができないとされるべきである。 

 エ 本件登録意匠と甲第１号証及び甲第２号証に掲載の意匠の形態の共通点

及び差異点の評価に基づく結論 

（意匠法第３条第２項の規定に基づく評価に基づく結論） 

 意匠審査基準（平成１０年及び平成１１年改正意匠法対応）には、「柵」と

「柵用装飾板」が公然知られた意匠である場合、「その意匠の属する分野にお

いて、公然知られた意匠の装飾板部分を単に他の装飾板に置き換えて構成する

ことは当業者にとってありふれた手法である」と述べられている。 

 この「柵」を甲第１号証に掲載の意匠（放熱部）が対応し、「柵用装飾板」

を甲第１号証（当審注：「甲第２号証」の誤記と認められる。）に掲載の意匠

（放熱部）において他のフィンと異なる厚みで後面の縁の全てに面取りが施し

てある終端のフィンが対応するので、「その意匠の属する分野において、公然

知られた意匠の放熱部の終端のフィンを単に他の終端のフィンに置き換えて構

成することは当業者にとってありふれた手法である」ということである。 

 従って、本件登録意匠は、当業者は容易に甲第１号証及び甲第２号証に掲載

されている意匠に基づいて創作することができたものであるから、意匠法第３

条第２項の規定に基づき意匠登録を受けることができないとされるべきである。 

 オ 本件登録意匠と甲第１号証及び甲第３号証に掲載の意匠の形態の共通点

及び差異点の評価に基づく結論 

（意匠法第３条第２項の規定に基づく評価に基づく結論） 

 上記「エ 本件登録意匠と甲第１号証及び甲第２号証に掲載の意匠の形態の

共通点及び差異点の評価に基づく結論」と同様な理由により、本件登録意匠は、

当業者は容易に甲第１号証及び甲第３号証に掲載されている意匠に基づいて創
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作することができたものであるから、意匠法第３条第２項の規定に基づき意匠

登録を受けることができないとされるべきである。 

（５）したがって、本件登録意匠は、前記１の理由ア又はイにより、同法第４

８条第１項第１号に該当し、無効とすべきである。 

 

 ３ 「審判事件弁駁書」における主張 

（１）本件登録意匠の要部（後記第３の１（１））に対する反論 

 被請求人の主張する本件登録意匠の要部の要件Ａ～Ｅに対する反論は、次項

で述べる。 

（２）無効理由に対する反論（後記第３の１（２））に対しての反論 

 ア 「反論１」（後記第３の１（２）イ）に対しての反論 

 （ア）被請求人は、前記第２の２（１）ア「本件登録意匠の要旨」について、

「請求人は、この欄で本件登録意匠・・・・・その内容は客観性に欠けていて、

類否及び創作非容易性を判断するうえでの基準となる内容としてみれば、明ら

かに失当である。客観的にみれば、本件登録意匠の要部は上述したＡ～Ｅであ

る。」と述べている。 

 要件Ａ～Ｅの中で、前記第２の２（１）ア「本件登録意匠の要旨」に記載さ

れていないのは、要件Ａ中の要件「後端部側周面から電源ケーブルが引き出さ

れたケーシング」と要件Ｅ「電源ケーブルは貫通せず、後端面には、電源ケー

ブルの引き出し口が存在しない」の２点である。従って、被請求人は、これら

が記載されていないのが、「客観性に欠けている」と主張しているようである。 

 前記第２の２（１）ア「本件登録意匠の要旨」が「客観性に欠けている」と

主張し、「客観的にみれば、本件登録意匠の要部は上述したＡ～Ｅである。」

と主張するのは、極めて恣意的であり、次のイに示すように、客観性のないも

のである。 

 （イ）要件Ｅ「電源ケーブルは貫通せず、後端面には電源ケーブルの引き出

し口が存在しない」は、審決取消訴訟（平成３０年（行ケ）第１００２０号）

の判決（平成３０年６月２７日）において、要部となり得ないことが決してい

る。 

 審決取消訴訟（平成３０年（行ケ）第１００２０号）において、次のように

結論されている（注：甲２意匠が本件登録意匠、甲１は本件登録意匠の関連意

匠、原告が本無効審判の被請求人）。 

 「１（１）ウ ・・・一方、原告主張共通点に係る『後フィン部の後端面に

は電源ケーブルの引き出し口が存在しない、あるいは電源ケーブルが引き出さ

れていない形態』は、本件実線部分及び甲１相当部分から視覚を通じて具体的

に認識できる形態ではなく、別紙１及び３の各図面の破線で表した部分におい

て、各軸体及び各フィン部の前方の部材の側周面から配線ケーブル又は電源ケ

ーブルが引き出されていることから、『後フィン部の後端面には電源ケーブル

の引き出し口が存在しない、あるいは電源ケーブルが引き出されていない』こ

とを間接的に把握できるにとどまるものである。そうすると、原告主張共通点

は、意匠登録出願の願書に『部分意匠として意匠登録を受けようとする部分』

として特定された範囲（本件実線部分及び甲１相当部分）から、視覚を通じて 
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具体的に認識できる形態とはいえないから、本件登録意匠（本件実線部分）と

甲１意匠（甲１相当部分）の共通点と認めることができない。」 

 「前記１（１）ウで説示したのと同様の理由により、原告主張共通点は、本

件登録意匠（本件実線部分）と甲２意匠（甲２相当部分）の共通点と認めるこ

とができないから、原告の上記主張は、採用することができない。 

したがって、原告の上記主張は、採用することができない。」 

 イ 「反論３」（後記第３の１（２）エ）に対しての反論 

 （ア）「無効理由［１］（甲１意匠に基づく新規性欠如）」について 

 被請求人は、「なぜ甲１意匠の物品が電子機器なのか、その意味すら不明で

ある」と述べているが、その意が分からない。前記第２の２（１）イに、「物

品は、甲第１号証ｐ．１６９の下から６行目の「表面の熱流密度が大きい電子

部品に対して用いられる」という記載からも明らかなように、電子機器一般で

ある。」と記載しているように、甲第１号証の物品は、「電子機器」である。 

 被請求人は、「甲１意匠には、・・・・、フィンもすべて同一厚みであって、

本願部分意匠のように複数の中間フィンとこれよりも分厚い後端フィンとから

なる形態とは明らかに異なる」と述べている。しかし、本件物品業界では、後

端フィンが中間フィンに比べて分厚くすることは当然に行われていることであ

り（このことは前記２で述べた。）、本件登録意匠の後端フィンが厚いことが

美感に影響するものではない。 

 （イ）「無効理由［２］（甲１意匠に基づく創作非容易性欠如）」について 

 被請求人は、「後端フィンが複数の中間フィンに比べて分厚い構成態様など

は、甲１意匠の形態とは明らかに異なり、本件物品業界の需要者・当業者から

みれば、従来にない極めて斬新な形態である」と述べている。しかし、上記無

効理由「１」について述べたように、本件物品業界では、後端フィンが中間フ

ィンに比べて分厚くすることは当然に行われていることである。 

 （ウ）「無効理由［３］（甲２意匠に基づく新規性欠如）」について 

 被請求人は、「仮に、この突条がフィンだとしても、それはケーシングの側

周囲に設けられているものであり、本件登録意匠のように、ケーシングよりも

後方に設けられているものではない」と述べている。しかし、甲第２号証の意

匠は、部品の収容機能をもたず放熱効果のみの後方部材（段差より後ろの部分）

を設けた構造になっている。 

 （エ）「無効理由［４］（甲２意匠に基づく創作非容易性の欠如）」につい

て 

 被請求人は、「甲２意匠では、電源ケーブルがケーシング後端から引き出さ

れているが、このデザイン発想から脱却できていない以上、本件物品業界の当

業者が容易に創作できるとは到底考えられない」と述べている。しかし、前記

ア（イ）でも述べたように、「電源ケーブルは貫通せず、後端面には電源ケー

ブルの引き出し口が存在しない」は、要部となり得ない。従って、被請求人の

主張は明らかに失当である。 

 （オ）「無効理由［５］（甲３意匠に基づく新規性欠如）」について 

 被請求人は、「そして、右側面図、参考Ａ－Ａ線拡大断面図において、フィ

ン様のものに貫通孔が形成されていることから、この貫通孔が、電源ケーブル
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を保持・挿通させるためのケーブル貫通孔であることは、需要者・当業者から

して明らかに看取できる」と主張している。しかし、前記ア（イ）でも述べた

ように、「電源ケーブルは貫通せず、後端面には電源ケーブルの引き出し口が

存在しない」は、要部となり得ない。 

 また、被請求人は、「甲３意匠において、フィン様のものはケーシングの一

部をなすものというべきであり、本件登録意匠のようにケーシングの後方に、

フィン構造体（後方部材）が設けられた構成態様は、この甲３意匠にはー切開

示されていない」と述べている。しかし、「ケーシング」なるものが部品の収

容機能を有するものという意味のものならば、甲第３号証においてＬＥＤ等を

収容している前半部分がケーシングであり、後半部分はフィン構造体（後方部

材）とするのが需要者・当業者からして常識であろう。なお、辞典（デジタル

大辞泉）では、ケーシング（ｃａｓｉｎｇ）は「包装材料。外箱・袋・筒など」

と表されている。また、本件登録意匠（当審注：「甲３意匠」の誤記と認めら

れる。）の参考Ａ－Ａ線拡大断面図には、上側の貫通孔と下側の貫通孔があり、

右側面図とは整合していない。 

 （カ）「無効理由［６］「甲３意匠に基づく創作非容易性の欠如」について 

 被請求人は、「甲３意匠では、電源ケーブルがケーシング後端面から引き出

されているが、このデザイン発想から脱却できていない以上、本件物品業界の

当業者が容易に創作できるとは到底考えられない」と述べている。 

しかし、前記ア（イ）でも述べたように、「電源ケーブルは貫通せず、後端面

には電源ケーブルの引き出し口が存在しない」は、要部となり得ない。従って、

被請求人の主張は明らかに失当である。 

 （キ）「無効理由［７］（甲１意匠及び甲２意匠に基づく創作非容易性の欠

如）」について 

 被請求人は、「甲２意匠は（もちろん甲１意匠も）、ケーシング後端から電

源ケーブルを軸方向に引き出すというデザイン発想から脱却できていないのだ

から、甲２意匠の電源ケーブルが邪魔となり、甲１意匠はおろか、その他の

種々の形態に係るフィンをケーシング後端面に取り付けるというデザインに、

本件物品分野の当業者が容易に想到するとは到底思えない」と述べている。し

かし、前記ア（イ）でも述べたように、「電源ケーブルは貫通せず、後端面に

は電源ケーブルの引き出し口が存在しない」は、要部となり得ない。 

 前記２で述べたことではあるが、長年当業者に親しまれて極めて周知な甲第

１号証の意匠の後端フィンを、甲第２号証に記載されているような周知の分厚

い後端フィンに置き換えて構成することは当業者にとってありふれた手法であ

る。 

 （ク）「無効理由［８］（甲１意匠及び甲３意匠に基づく創作非容易性の欠

如）」について 

 被請求人は、「甲３意匠は（もちろん甲１意匠も）、ケーシング後端から電

源ケーブルを軸方向に引き出すというデザイン発想から脱却できていないのだ

から、甲３意匠の電源ケーブルが邪魔となり、甲１意匠はおろか、その他の

種々の形態に係るフィンをケーシング後端面とは到底思えない」と述べている。

しかし、前記ア（イ）でも述べたように、「電源ケーブルは貫通せず、後端面
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には電源ケーブルの引き出し口が存在しない」は、要部となり得ない。 

 前記２で述べたことではあるが、長年当業者に親しまれて極めて周知な甲第

１号証の意匠の後端フィンを、甲第３号証に記載されているような周知の分厚

い後端フィンに置き換えて構成することは当業者にとってありふれた手法であ

る。 

 

４ 「口頭審理陳述要領書」における主張 

（１）後記第３の２（１）について 

 ア 被請求人は、「前記審決取消訴訟（当審注：平成３０年（行ケ）第１０

０２０号）の判決において、構成態様Ｅが要部として認められなかったのは、

その表現が間接的であったからに過ぎない」とか「実際には、・・・本件物品

の需要者・取引者は、間違いなく、要部Ｅに着目して類似判断をしているので

ある。」と述べている。 

 構成態様Ｅが要部ではないので、需要者・取引者が要部Ｅに着目して類似判

断をすることはない。 

 イ 被請求人は、審決取消訴訟で被請求人が敗訴した原因は主張の表現のせ

いであると言っているが、審理の対象である形状に対して判断がされて敗訴し

たものであるとするのが正しいのではなかろうか。審決取消訴訟で申し立ての

理由の主張の表現により判決が左右されるものではなかろう。 

 審決取消訴訟により「後端面には電源ケーブルの引き出し口が存在しない」

は要部となり得ないのであるから、構成態様Ｅで残るのは「電源ケーブルは貫

通せず」と「平面視した場合、後端フィンの表面が平坦であり、また、各中間

フィンの表面は平坦である」である。「平坦である」という表現は、必ずしも

一義的なものではないが、もし、これら残った表現のものが孔一つないという

意味であるならば、それは、タワー型のヒートシンクの典型的であり最も周知

な形状である。それは、要部となり得るものではないし、創作非容易性もない。 

（２）結語 

 よって、被請求人による口頭審理陳述要領書（及び答弁書）における被請求

人の主張は誤りである。 

 

５ 請求人が提出した証拠 

 請求人は、以下の甲第１号証ないし甲第１０号証（全て写しであると認めら

れる。）を、審判請求書及び審判事件弁駁書の添付書類として提出した。 

 甲第１号証  書籍「エレクトロニクスのための熱設計完全入門」の抜粋 

        （写し） 

 甲第２号証  説明書（Ｉ） 

 甲第３号証  意匠登録第１１７５７１２号公報 

 甲第４号証  書籍「熱設計ハンドブック」の抜粋（写し） 

 甲第５号証  ネオアーク株式会社製品であるバイオレットレーザー 

        ダイオードのカタログ（写し） 

 甲第６号証  特開２０００－ ７５４９６号公報 

 甲第７号証  特開２０００－１３１７６４号公報 
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 甲第８号証  意匠審査基準の抜粋（写し） 

 甲第９号証  特開２００３－２４０７２１号公報 

 甲第１０号証 回答書（平成２８年１１月２５日付け）の写し 

 

第３ 被請求人の答弁及び理由の要点 

 被請求人は、審判事件答弁書を提出し、答弁の趣旨を 

「本件審判請求は成り立たない、 

 審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める。」と答弁し、その理由

を、要旨以下のとおり主張した（「口頭審理陳述要領書」及び「口頭審理陳述

要領書（２）」の内容を含む。）。 

 

１ 答弁の理由 

（１）本件登録意匠の要部 

 本件登録意匠の要部は、次のとおりである。 

  Ａ 前端面に発光面（光導出ポート）が設けられ、後端部側周面から電 

   源ケーブルが引き出されたケーシングの後方部材において、 

  Ｂ 該ケーシングの後端面中心から後方に延伸する支持軸体が設けられ 

   ており、 

  Ｃ 該支持軸体の中間部分には、中心軸を合致させ、かつ、互いに間隔 

   をあけて配置された複数枚の同径円盤状をなす中間フィンが設けられ 

   ており、 

  Ｄ 該支持軸体の後端部分には、該中間フィンと同径であり、中心軸を 

   合致させた、該中間フィンよりも厚い円盤状をなす１枚の後端フィン 

   が配置されており、 

  Ｅ 電源ケーブルは貫通せず、後端面には電源ケーブルの引き出し口が 

   存在しない。 

（２）無効理由に対する反論 

 ア 無効理由の要点 

 請求人の主張する無効理由（前記第２の１）は、整理すると、以下の８つで

ある。 

 ［１］甲第１号証に掲載された意匠（以下、甲１意匠という）に基づく新 

    規性欠如 

 ［２］甲１意匠に基づく創作非容易性の欠如 

 ［３］甲第２号証に掲載された意匠（以下、甲２意匠という）に基づく新 

    規性欠如 

 ［４］甲２意匠に基づく創作非容易性の欠如 

 ［５］甲第３号証に掲載された意匠（以下、甲３意匠という）に基づく新 

    規性欠如 

 ［６］甲３意匠に基づく創作非容易性の欠如 

 ［７］甲１意匠及び甲２意匠に基づく創作非容易性の欠如 

 ［８］甲１意匠及び甲３意匠に基づく創作非容易性の欠如 

 イ 反論１ 
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 「本件登録意匠と甲第１号証～甲第３号証に掲載の意匠の要旨」 

 （前記第２の２（１））について 

 請求人は、この欄で本件登録意匠の構成態様を、図面に基づいて述べたもの

と思われる。 

 しかしながら、需要者・当業者が本件登録意匠のどこに着目するかなど、本

件登録意匠の出願時における本件物品業界の実情が何ら考慮されておらず、そ

の内容は客観性に欠けていて、類否及び創作非容易性を判断するうえでの基準

となる内容としてみれば、明らかに失当である。客観的にみれば、本件登録意

匠の要部は上述したＡ～Ｅである。 

 甲１～甲３に掲載の各意匠に関する要旨にしても同様である。本件物品業界

の実情を何ら考慮することなく、請求人の恣意的な着目点にのみ基づいて構成

態様が記載されており、類否判断及び創作非容易性判断を為すうえでの客観的

な構成態様としては記載されていない。 

 ウ 反論２ 

 「本件登録意匠と甲第１号証～甲第３号証に掲載の意匠の対比」及び 

 「本件登録意匠と甲第１号証～甲第３号証に掲載の意匠の形態の共通 

  点及び差異点の評価」（前記第２の２（２）及び（３））について 

 前述したように、請求人は、そもそも、本件登録意匠の類否及び創作非容易

性を判断するうえでの客観的な構成態様を誤認しており、その誤った構成態様

に基づく対比結果に意味はなく、その評価も明らかに失当である。 

 エ 反論３ 

 「本件登録意匠と甲第１号証～甲第３号証に掲載の意匠の形態の共通 

  点及び差異点の評価に基づく結論」（前記第２の２（４））について 

 この欄において、前記無効理由［１］～［８］の根拠が主張されている。 

 しかしながら、この根拠は、前述したように、そもそも、本件登録意匠の類

否及び創作非容易性を判断するうえでの客観的な構成態様について対比し、評

価した結果に基づくものではないから、その結論、すなわち無効理由［１］～

［８］の根拠に係る主張は明らかに失当である。 

 その詳細な理由を次に述べる。 

 （ア）無効理由［１］について 

 請求人は、本件登録意匠が甲１意匠と美感を共通にするもの（前記第２の２

（４）ア）などといって類似であることを縷々主張しているが、その主張には

根拠がない。 

 そもそも、甲１意匠は、その物品が本件登録意匠の物品とは全く異なるもの

であるから、本件登録意匠と甲１意匠とは、形態を比較するまでもなく、非類

似である。 

 請求人は、甲１意匠の物品が電子機器だから本件登録意匠の物品と共通する

などと説明している（前記第２の２（３）ア）が、電子機器と本件登録意匠の

検査用照明器具とは明らかに異なる物品であるうえ、そもそも、なぜ甲１意匠

の物品が電子機器なのか、その意味すら不明である。 

 さらに形態についても言及すれば、甲１意匠には、前述したようにＬＥＤ等

を収容するケーシングとの関係が示唆されていないうえ、フィンもすべて同一
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厚みであって、本願部分意匠のように複数の中間フィンとこれよりも分厚い後

端ツインとからなる形態とは明らかに異なる。 

 したがって、物品、形態の何れの点においても本件登録意匠と非類似である

甲１意匠に基づいて本件登録意匠を新規性欠如とする請求人の無効理由［１］

は明らかに誤りである。 

 （イ）無効理由［２］について 

 請求人は、本件登録意匠が甲１意匠に基づいて創作容易である旨を縷々説明

している（前記第２の２（４）ア）が、その主張には根拠がない。 

 しかしながら、上述したように、本件登録意匠は、電源ケーブルを後端から

引き出すという当時の技術常識、デザイン常識を打ち破ってなされたものであ

って、電源ケーブルが貫通しておらず後端面には電源ケーブルの引き出し口が

存在しない（電源ケーブルがケーシングの側周面から出ている）構成態様や、

それに加えて後端フィンが複数の中間フィンに比べて分厚い構成態様などは、

甲１意匠の形態とは明らかに異なり、本件物品業界の需要者・当業者からみれ

ば、従来にない極めて斬新な形態である。 

 さらに甲１意匠は物品においても、本件登録意匠と全く共通性がない。 

 したがって、本件登録意匠のデザイン発想が全くなく、物品においても本件

登録意匠とおよそかけ離れた甲１意匠から、当業者といえども本件登録意匠を

容易に創作できるはずがない。甲１意匠に基づいて本件登録意匠を創作非容易

性欠如とする請求人の無効理由［２］は明らかに失当である。 

 （ウ）無効理由［３］について 

 請求人は、本件登録意匠が甲２意匠と美感を共通にするもの（前記第２の２

（４）イ）などといって類似であることを縷々主張しているが、その主張には

根拠がない。 

 甲２意匠は、本件物品業界の需要者・当業者からみれば、後端面から電源ケ

ーブルが引き出されているため、この電源ケーブルの引き出し口がケーシング

の最後端と認識される。 

 したがって、この甲２意匠には、本件登録意匠のフィン（中間フィン及び後

端フィン）は存在せず、ケーシングの周囲に周回する溝を複数形成してケーシ

ング側周面の放熱面積を大きくした形態と需要者・当業者には看取されるもの

である。 

 仮に、この突条がフィンだとしても、それはケーシングの側周囲に設けられ

ているものであり、本件登録意匠のように、ケーシングよりも後方に設けられ

ているものではない。 

 すなわち、この甲２意匠は、本件登録意匠とは形態が全く異なる。 

 したがって、甲２意匠に基づいて本件登録意匠を新規性欠如とする請求人の

無効理由［３］は明らかに誤りである。 

 （エ）無効理由［４］について 

 請求人は、本件登録意匠が甲２意匠から創作容易である旨を縷々主張してい

る（前記第２の２（４）イ）が、その主張の理由が判然としない。 

 甲２意匠では、電源ケーブルがケーシング後端から引き出されているが、こ

のデザイン発想から脱却できていない以上、本件物品業界の当業者が容易に創
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作できるとは到底考えられない。 

 したがって、甲２意匠に基づいて本件登録意匠を創作非容易性欠如とする請

求人の無効理由［４］は明らかに失当である。 

 （オ）無効理由［５］について 

 請求人は、本件登録意匠が甲３意匠と美感を共通にするもの（前記第２の２

（４）ウ）などといって類似であることを縷々主張しているが、その主張には

根拠がない。 

 この甲３意匠においては、ケーシングの後端部に、円盤状のフィン様のもの

が設けられている。このフィン様のものは、後側の１枚の分厚いフィンと、そ

れよりも薄い前側の１枚のフィンとを備えている。 

 一方、甲３において使用状態を示す正面図をみれば、電源ケーブルが前記フ

ィン様のものを軸方向に貫通して、その後ろから引き出されている。 

 そして、右側面図、参考Ａ－Ａ線拡大断面図において、フィン様のものに貫

通孔が形成されていることから、この貫通孔が、電源ケーブルを保持・挿通さ

せるためのケーブル貫通孔であることは、需要者・当業者からして明らかに看

取できる。 

 そうすると、需要者・当業者からみれば、この甲３意匠におけるフィン様の

ものは、電源ケーブルの基端部を収容・保持していることから、ケーシングの

一部と看取されるべきものである。 

 また、このように、フィン様のものに電源ケーブルが挿通保持されているこ

とが外観で把握される以上、放熱性やそれに基づく高輝度性に対して、需要

者・当業者は大きな期待感を抱くことはできず、また、実際にも思ったほどの

放熱機能の向上を図ることはできていない。 

 すべては、電源ケーブルを軸方向に沿ってケーシングの後ろから引き出すと

いう発想から脱却できていないがためであり、そのために機能的にもデザイン

的にも、このような中途半端なものとなっている。 

 すなわち、甲３意匠において、フィン様のものはケーシングの一部をなすも

のというべきであり、本件登録意匠のようにケーシングの後方に、ツイン構造

体（後方部材）が設けられた構成態様は、この甲３意匠には一切開示されてい

ない。 

 そして、この点は、本件物品業界の需要者・当業者であるからこそ看取でき

るものあって、本件登録意匠は、甲３意匠と明らかに非類似である。 

 したがって、甲３意匠に基づいて本件登録意匠を新規性欠如とする請求人の

無効理由［５］は明らかに誤りである。 

 （カ）無効理由［６］について 

 請求人は、本件登録意匠が甲３意匠から創作容易である旨を縷々主張してい

る（前記第２の２（４）ウ）が、その主張の理由が判然としない。 

 甲３意匠では、電源ケーブルがケーシング後端面から引き出されているが、

このデザイン発想から脱却できていない以上、本件物品業界の当業者が容易に

創作できるとは到底考えられない。 

 したがって、甲３意匠に基づいて本件登録意匠を創作非容易性欠如とする請

求人の無効理由［６］は明らかに失当である。 
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 （キ）無効理由［７］について 

 請求人は、本件登録意匠が甲１意匠及び甲２意匠から創作容易である旨を

縷々主張している（前記第２の２（４）エ）が、その主張には根拠がない。 

 甲１意匠は、無効理由［１］に対する反論で述べたように、形態において本

件登録意匠とは非類似なのであるから、これを甲２意匠の後端側に取り付けて

も、その形態は本件登録意匠とは非類似のものとなる。 

 また、甲２意匠は（もちろん甲１意匠も）、ケーシング後端から電源ケーブ

ルを軸方向に引き出すというデザイン発想から脱却できていないのだから、甲

２意匠の電源ケーブルが邪魔となり、甲１意匠はおろか、その他の種々の形態

に係るフィンをケーシング後端面に取り付けるというデザインに、本件物品分

野の当業者が容易に想到するとは到底思えない。 

 したがって、甲１意匠及び甲２意匠に基づいて本件登録意匠を創作非容易性

欠如とする請求人の無効理由［７］は明らかに失当である。 

 （ク）無効理由［８］について 

 請求人は、本件登録意匠が甲１意匠及び甲３意匠から創作容易である旨を

縷々主張している（前記第２の２（４）オ）が、その主張には根拠がない。 

 その理由は上記無効理由［７］に対する反論と実質的に同じである。 

 すなわち、甲１意匠は、無効理由［１］に対する反論で述べたように、形態

において本件登録意匠とは非類似なのであるから、これを甲３意匠の後端側に

取り付けても、その形態は本件登録意匠とは非類似のものとなる。 

 また、甲３意匠は（もちろん甲１意匠も）、ケーシング後端から電源ケーブ

ルを軸方向に引き出すというデザイン発想から脱却できていないのだから、甲

３意匠の電源ケーブルが邪魔となり、甲１意匠はおろか、その他の種々の形態

の係るフィンをケーシング後端面とは到底思えない。したがって、甲１意匠及

び甲３意匠に基づいて本件登録意匠を創作非容易性欠如とする請求人の無効理

由［８］は明らかに失当である。 

（３）むすび 

 以上に述べたように、請求人の主張する各無効理由には根拠がなく、本件登

録意匠は、有効なものであるから、本件審判は成立し得ない。 

 

２ 「口頭審理陳述要領書」及び「口頭審理陳述要領書（２）」における主張 

（１）前記第２の３（２）に対して 

 前記第２の３（２）での請求人の主張の論拠は、要部（構成態様）Ｅ、すな

わち、「電源ケーブルは貫通せず、後端面には電源ケーブルの引き出し口が存

在しない」という表現が、視覚を通じて具体的に認識できる形態とはいえない

から、要部として認められず、本件登録意匠と引用意匠との差異点である前記

要部Ｅに係る被請求人の主張は全て誤りである、というものである。 

 そして、請求人は、構成態様Ｅが要部として認められない根拠として、別事

件（請求人登録意匠が本件登録意匠に類似であるとして、披請求人が無効を請

求した無効審判（請求却下））での審決取消訴訟の判決を示している（前記第

２の３（２）ア（イ））。 

 しかしながら、前記別事件での類否判断においては、本無効審判とは、対比



 18 / 62 

 

すべき意匠が異なっており、当然に特徴点である要部に関する判断も異なるこ

とになるから、当該別事件での判決を、単純に一方の意匠（この場合は本件登

録意匠）が共通するからといって、根拠とすることはできない。 

 また、前記審決取消訴訟の判決において、構成態様Ｅが要部として認められ

なかったのは、その表現が間接的であったからに過ぎない（なお、この点につ

き、被請求人の主張表現の稚拙さにも原因があったことは認めざるを得な

い。）。実際には、本件物品の需要者・取引者は、間違いなく、要部Ｅに着目

して類否判断をしているのである。そして、この要部Ｅに着目すれば、請求人

の主張する無効理由が失当であることは、前記１で述べたとおりである。 

 そこで、表現上の疑義をなくすため、被請求人は、本件登録意匠の要部構成

態様を、修正する。 

  Ａ 前端面に発光面（光導出ポート）が設けられたケーシングの後方部 

   材において、 

  Ｂ 該ケーシングの後端面中心から後方に延伸する支持軸体が設けられ 

   ており、 

  Ｃ 該支持軸体の中間部分には、中心軸を合致させ、かつ、互いに間隔 

   をあけて配置された複数枚の同径円盤状をなす中間フィンが設けられ 

   ており、 

  Ｄ 該支持軸体の後端部分には、該中間フィンと同径であり、中心軸を 

   合致させた、該中間フィンよりも厚い円盤状をなす１枚の後端フィン 

   が配置されており、 

  Ｅ 電源ケーブルは貫通せず、後端面には電源ケーブルの引き出し口が 

   存在しないとともに、平面視した場合、後端フィンの表面が平坦であ 

   り、また各中間フィンの表面は平坦である。 

 ここで、平坦とは、電源ケーブル等が貫通する孔がないという意味であり、

本件部分意匠における要部を、直接的な形態を示す表現に改めたものである。 

 この修正により、構成態様Ｅは、視覚を通じて具体的に認識できる形態とい

うことができ、請求人の挙げた各引用意匠との差異点が明確化されたと確信す

る。 

 その結果、請求人が論拠とする、要部（特に構成態様Ｅ）が視覚を通じて具

体的に認識できる形態とはいえない、という点はすべて的外れなものとなる。

また、請求人は、その余にも些末な点を縷々主張しているが、いずれも根拠が

なく、あるいは無効理由には関連のないものである。 

（２）結語 

 よって、前記第２の３における請求人の主張は誤りであり、無効理由には根

拠がない。 

 

３ 被請求人が提出した証拠 

 被請求人は、以下の乙号証（全て写しである。）を、審判事件答弁書、口頭

審理陳述要領書及び口頭審理陳述要領書（２）の添付書類として提出した。 

 乙第１号証   被請求人カタログ（写し） 作成：平１７．６ 

         本件物品が「スポット照明」と称されていること。 
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         新ＨＬＶシリーズの形態・内部構造の説明。 

 乙第２号証   請求人カタログ（写し） 作成：平１６ 

         本件物品が「スポット照明」と称されていること。 

 乙第３号証   被請求人カタログ（写し） 作成：平１４．１２ 

         スポット照明が開発される前は光ファイバー型である 

         ハロゲンランプが用いられていたこと。 

 乙第４号証   被請求人価格表（写し） 作成：平７．１１．１ 

         遅くとも１９９５年１１月にはＬＶシリーズを展示・ 

         販売していたこと。 

 乙第５号証   被請求人カタログ（写し） 作成：平１２ 

         ＬＶシリーズの形態・構造の説明。 

 乙第６号証   被請求人カタログ（写し） 作成：平１６．１ 

         旧ＨＬＶシリーズの形態・構造の説明。 

 乙第７号証   被請求人価格表（写し） 作成：平１４．１．１５ 

         遅くとも２００２年１月には旧ＨＬＶシリーズを展示・ 

         販売していたこと。 

 乙第８号証   意匠登録第１１８０１０３号意匠公報（写し） 

         旧ＨＬＶシリーズの意匠登録。 

 乙第９号証   適時開示情報（写し） 作成：平１６．７．２８ 

         ２００４年８月に新ＨＬＶシリーズを販売開始したこと 

 乙第１０号証  報道向け資料（写し） 作成：平２２．５．２６ 

         ２０１０年６月にＨＬＶ２シリーズを販売開始したこと 

 乙第１１号証  被請求人カタログ（写し） 作成：平２３．７ 

         ＨＬＶ２シリーズの形態・構造の説明。 

 乙第１２号証  請求人カタログ（写し） 作成：平２８ 

         請求人がＩＨＶＢシリーズ及びＩＨＶＣシリーズを販売 

         し、その後、途中で販売中止したこと。 

 乙第１３号証  警告書（写し） 作成：平２８．８．２３ 

         被請求人意匠権（意匠登録第１２２４７８０号及び意匠 

         登録第１２２４６１５号）に基づいて、請求人製品ＩＨ 

         ＶＢ及びＩＨＶＣに警告したこと。 

 乙第１４号証  回答書（写し） 作成：平２８．１０．３１ 

         前記警告に対し、請求人が直ちに販売を停止すると回答 

         したこと。 

 乙第１５号証  侵害訴訟で被請求人（原告）が提出した原告第５準備書 

         面（写し） 

 乙第１６号証  同侵害訴訟で原告が口頭で構成態様を修正した内容を示 

         す経過報告書（写し） 

 乙第１７号証  侵害訴訟での弁論調書（写し） 

 乙第１８号証  同侵害訴訟で訴状に添付した物件目録及び各号物件説明 

         書（写し） 
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第４ 口頭審理 

 当審は、本件審判について、平成３０年（２０１８年）１１月５日に口頭審

理を行い、審判長は、同日付けで審理を終結した。（平成３０年１１月５日付

け「第１回口頭審理調書」） 

 

第５ 当審の判断 

１ 本件登録意匠（別紙第１参照） 

（１）本件登録意匠の意匠に係る物品 

 本件登録意匠の意匠に係る物品は、審判請求書別紙第１（別紙第１参照）の

記載によれば「検査用照明器具」であり、審判請求書別紙第１の【意匠に係る

物品の説明】には、「本物品は、工場等において製品の傷やマーク等の検出

（これらを総称して検査という）に用いられるもので、ＬＥＤや光学素子を内

蔵し（図示しない）、先端の光導出ポートから光を照射する。」と記載されて

いる。 

 また、本件登録意匠は、部分意匠として意匠登録を受けようとするものであ

り、審判請求書別紙第１の【意匠の説明】には、「実線で表された部分（当審

注：以下「本件実線部分」という。）が、部分意匠として意匠登録を受けよう

とする部分である。」と記載されている。 

（２）本件実線部分の用途及び機能並びに位置、大きさ及び範囲 

 本件実線部分は、検査用照明器具のうち、正面右上の３つのフィン部及びそ

れを繋ぐ軸体が一体になった部分である。本件実線部分は、検査用照明器具の

放熱に係る用途及び機能を有すると推認され、正面視全幅の約１／５の横幅の

大きさ及び範囲を占めており、正面視右上に位置するものである。 

（３）本件実線部分の形態 

 本件実線部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合（以下、「形状、

模様若しくは色彩又はこれらの結合」を「形態」という。）は、以下のとおり

である。 

 ア 全体の構成 

 正面から見て、横向き円柱状の軸体に、それよりも径が大きい略円盤状のフ

ィン部が３つ等間隔に設けられて一体になったものであり、中間のフィン部は

同形同大であり、最後部のフィン部（以下「後フィン部」という。）は、中間

フィン部とほぼ同形であるが、幅（厚み）が中間フィン部に比べて大きく、後

端面の外周角部が面取りされている。 

 イ 各フィン部の右側面形状 

 右側面（又は右側面斜め方向）から見た各フィン部の外周は円形状である。 

 ウ 各フィン部の正面形状 

 正面から見た各フィン部は略縦長矩形状であって、中間フィン部の横幅：縦

幅は約１：２４であり、後フィン部のそれは約１：１２である。すなわち、後

フィン部の厚みは中間フィン部の約２倍である。 

 エ 軸体と各フィン部の構成比 

 正面から見た軸体の縦幅と各フィン部の最大縦幅の比は、約１：５である。

また、軸体の横幅（＝各フィン部の間隔）：中間フィン部の横幅の比は、約
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３：１である。 

 

２ 無効理由の要点 

 ア 無効理由１ 

 請求人が主張する本件登録意匠の登録の無効理由１は、本件登録意匠が、そ

の意匠登録出願の出願前に、日本国内又は外国において頒布された刊行物であ

る甲第１号証（別紙第２参照）に記載された意匠、すなわち、平成９年（１９

９７年）７月１８日に発行された書籍「エレクトロニクスのための熱設計完全

入門」の第１７１頁に記載された「タワー型ヒートシンク」の意匠（以下「甲

１意匠」という。）に類似するので、意匠法第３条第１項第３号に掲げる意匠

に該当し、同条同項柱書の規定により意匠登録を受けることができないことか

ら、本件登録意匠の登録が、同法第４８条第１項第１号に該当し、同項柱書の

規定によって、無効とされるべきであるとするものである。 

 イ 無効理由２ 

 請求人が主張する本件登録意匠の登録の無効理由２は、本件登録意匠が、甲

１意匠に基づいて、本件登録意匠の属する分野における通常の知識を有する者

（以下「当業者」ともいう。）が容易に創作することができた意匠であるので、

意匠法第３条第２項の規定により意匠登録を受けることができないことから、

同法第４８条第１項第１号に該当し、同項柱書の規定により無効とされるべき

であるとするものである。 

 ウ 無効理由３ 

 請求人が主張する本件登録意匠の登録の無効理由３は、本件登録意匠が、そ

の意匠登録出願の出願前に、日本国内又は外国において公然知られた甲第２号

証に記載された意匠、すなわち、遅くとも平成１４年（２００２年）までに仕

様図（甲第２号証の資料１。別紙第３参照。）にしたがって製造され販売され

た「ＩＨＶ－２７Ｒ」（同軸スポット照明）の意匠（以下「甲２意匠」とい

う。）に類似するので、意匠法第３条第１項第３号に掲げる意匠に該当し、同

条同項柱書の規定により意匠登録を受けることができないことから、本件登録

意匠の登録が、同法第４８条第１項第１号に該当し、同項柱書の規定によって、

無効とされるべきであるとするものである。 

 エ 無効理由４ 

 請求人が主張する本件登録意匠の登録の無効理由４は、本件登録意匠が、甲

２意匠に基づいて、当業者が容易に創作することができた意匠であるので、意

匠法第３条第２項の規定により意匠登録を受けることができないことから、同

法第４８条第１項第１号に該当し、同項柱書の規定により無効とされるべきで

あるとするものである。 

 オ 無効理由５ 

 請求人が主張する本件登録意匠の登録の無効理由５は、本件登録意匠が、そ

の意匠登録出願の出願前に、日本国内又は外国において頒布された刊行物であ

る甲第３号証（別紙第４参照）に記載された意匠、すなわち、平成１５年（２

００３年）４月１８日に発行された意匠公報に記載された意匠登録第１１７５

７１２号（検査用照明器具）の意匠（以下「甲３意匠」という。）に類似する
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ので、意匠法第３条第１項第３号に掲げる意匠に該当し、同条同項柱書の規定

により意匠登録を受けることができないことから、本件登録意匠の登録が、同

法第４８条第１項第１号に該当し、同項柱書の規定によって、無効とされるべ

きであるとするものである。 

 カ 無効理由６ 

 請求人が主張する本件登録意匠の登録の無効理由６は、本件登録意匠が、甲

３意匠に基づいて、当業者が容易に創作することができた意匠であるので、意

匠法第３条第２項の規定により意匠登録を受けることができないことから、同

法第４８条第１項第１号に該当し、同項柱書の規定により無効とされるべきで

あるとするものである。 

 キ 無効理由７ 

 請求人が主張する本件登録意匠の登録の無効理由７は、本件登録意匠が、甲

１意匠及び甲２意匠に基づいて、当業者が容易に創作することができた意匠で

あるので、意匠法第３条第２項の規定により意匠登録を受けることができない

ことから、同法第４８条第１項第１号に該当し、同項柱書の規定により無効と

されるべきであるとするものである。 

 ク 無効理由８ 

 請求人が主張する本件登録意匠の登録の無効理由８は、本件登録意匠が、甲

１意匠及び甲３意匠に基づいて、当業者が容易に創作することができた意匠で

あるので、意匠法第３条第２項の規定により意匠登録を受けることができない

ことから、同法第４８条第１項第１号に該当し、同項柱書の規定により無効と

されるべきであるとするものである。 

３ 無効理由１の判断 

 本件登録意匠が、甲１意匠と類似する意匠であるか否かについて検討する。 

（１）甲１意匠（別紙第２参照） 

 甲１意匠は、書籍『エレクトロニクスのための熱設計完全入門』の第１７１

頁（甲第１号証。別紙第２参照）に記載された「タワー型ヒートシンク」の意

匠であって、同書籍は、本件登録意匠の出願前である平成９年（１９９７年）

７月１８日に発行されている。 

 ア 甲１意匠の意匠に係る物品 

 上記書籍第１６９頁には「表面の熱流密度が大きい電子部品に対しては、風

速を上げるか放熱面積を増大させるか、どちらかの対策が必要になります。ヒ

ートシンクは簡単に有効放熱面積を拡大して（熱流密度を低減させて）温度対

策ができるため、電子機器にとっては不可欠な冷却用部品になっています。」

と記載され、また、第１７１頁には「タワー型も指向性が少なく、空気抵抗が

小さいので多くの場合強制空冷に使われます。・・・外部から強制的に空気流

動を起こす強制空冷では、自然空冷に比べると熱伝達率の低下は小さくてすみ

ます。このため強制空冷ではフィン間隔を小さめにしてフィン枚数を増やした

方が効率がよいのです。」と記載されている。 

 これらの記載によれば、甲１意匠の意匠に係る物品は、「電子機器用部品」

であると推認され、電子機器を冷却する用途を有し、強制空冷に適した機能を

有している。 
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 イ 甲１意匠の形態 

 甲１意匠の形態は、以下のとおりである。 

 なお、審判請求書別紙第１に表された本件登録意匠の図面の向きに合わせて、

甲１意匠の形態を認定する。すなわち、上記書籍第１７１頁に表された甲１意

匠の最上面を右端面として認定し、甲１意匠を右に９０°回転させた図を本件

登録意匠の「参考斜視図」と同様の向きとして認定する。 

 （ア）全体の構成 

 横向き円柱状の軸体に、それよりも径が大きい略円盤状のフィン部が４つ等

間隔に設けられて一体になったものであり、フィン部は全て同形同大であると

推認される。 

 （イ）各フィン部の右側面形状 

 右側面（又は右側面斜め方向）から見た各フィン部の外周は円形状であると

推認される。 

 （ウ）各フィン部の正面形状 

 各フィン部は、正面の中央部の横幅が最も大きく、上方向又は下方向にいく

につれて横幅が次第に小さくなっており、すなわち、中央部の厚みが最も大き

く、上下にいくにつれてしだいに薄くなっていると推認される。喩えると、正

面から見た各フィン部の形状は略凸レンズ状であると推認される。 

 又は、甲１意匠は斜視方向から表された図であって、透視図法的に表されて

いる可能性もあるので、実際には正面視上下にわたって等幅であるかもしれず、

あるいは等幅に近い形状であるかもしれない。このように、仮に透視図法に基

づく図であるとしても、各フィン部の正面形状は不明である。 

 （エ）軸体と各フィン部の構成比 

 正面から見た軸体の縦幅と各フィン部の縦幅の比は約１：２．６であり、軸

体の横幅（＝各フィン部の間隔）：各フィン部の横幅の比は不明である。 

（２）本件登録意匠と甲１意匠の対比 

 ア 意匠に係る物品 

 本件登録意匠の意匠に係る物品は「検査用照明器具」であり、製品を検査す

る用途を有し、ＬＥＤが内蔵されていて先端の光導出ポートから光を照射する

機能を有している。これに対して、甲１意匠の意匠に係る物品は「電子機器用

部品」であると推認され、電子機器を冷却する用途を有し、強制空冷に適した

機能を有している。そうすると、本件登録意匠の意匠に係る物品と甲１意匠の

意匠に係る物品は、用途及び機能が異なっているから、相違する。 

 イ 本件実線部分と甲１意匠の用途及び機能並びに位置、大きさ及び範囲 

 本件実線部分と甲１意匠は、共に放熱に係る用途及び機能を有してはいるが、

本件実線部分が検査用照明器具の一部を構成して、その放熱に係る用途及び機

能を有するのに対して、甲１意匠は電子機器全般に用いられる独立した部品と

して、その放熱に係る用途及び機能を有する点で相違する。また、本件実線部

分は検査用照明器具の正面視右上に位置して、正面視全幅の約１／５の横幅の

大きさ及び範囲を占めており、すなわち、検査用照明器具の一部分を占めてい

るのに対して、甲１意匠は、それ自体が冷却用の部品であって他の電子機器に

取り付けられて使用されるものであるから、本件実線部分（検査用照明器具の
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一部分）に相当する位置、大きさ及び範囲を甲１意匠の中に見出すことはでき

ない。 

 ウ 本件実線部分と甲１意匠の形態 

 本件実線部分と甲１意匠の形態には、以下の共通点と相違点が認められる。 

 （ア）共通点 

 （Ａ）全体の構成についての共通点 

 横向き円柱状の軸体に、それよりも径が大きい略円盤状のフィン部が複数個

等間隔に設けられて一体になったものである。 

 （Ｂ）各フィン部の右側面形状 

 右側面（又は右側面斜め方向）から見た各フィン部の外周は円形状である。 

 （イ）相違点 

 （ａ）フィン部の個数、及び厚みの大きい後フィン部の有無の相違点 

 本件実線部分のフィン部は３つであり、後フィン部の厚みが中間フィン部に

比べて大きく（約２倍）、後端面の外周角部が面取りされているのに対して、

甲１意匠のフィン部は４つであり、全て同形同大である。 

 （ｂ）各フィン部の正面形状についての相違点 

 正面から見て、本件実線部分の各フィン部は略縦長矩形状であって、中間フ

ィン部の横幅：縦幅は約１：２４であり、後フィン部のそれは約１：１２であ

る。これに対して、甲１意匠の各フィン部の形状は略凸レンズ状であるか、又

は不明である。 

 （ｃ）軸体と各フィン部の構成比についての相違点 

 正面から見た軸体の縦幅と各フィン部の最大縦幅の比が、本件実線部分では

約１：５であるが、甲１意匠では約１：２．６である。また、軸体の横幅（＝

各フィン部の間隔）：中間フィン部の横幅の比は、本件実線部分では約３：１

であるが、甲１意匠では不明である。 

（３）本件登録意匠と甲１意匠の類否判断 

 本件登録意匠の意匠に係る物品である「検査用照明器具」の使用状態におい

ては、物品の全体が露出しており、使用者は全方向から物品を観察することと

なり、特に、本件実線部分のフィン部と軸体は、物品上部の軸方向の約１／５

を占めることから、使用者や取引者を含む物品の需要者は、フィン部と軸体の

細部に亘って全方向から詳細に観察するということができる。したがって、

「検査用照明器具」の意匠の類否判断については、物品の使用や取引を前提と

して、需要者の視点から、フィン部と軸体の形状を評価することとする。 

 ア 意匠に係る物品 

 前記（２）アで認定したとおり、本件登録意匠と甲１意匠の意匠に係る物品

は相違する。 

 イ 本件実線部分の用途及び機能並びに位置、大きさ及び範囲と甲１意匠 

 前記（２）イで認定したとおり、甲１意匠の中に本件実線部分（検査用照明

器具の一部分）に相当する位置、大きさ及び範囲を見出すことができない。 

 ウ 本件実線部分と甲１意匠の形態の共通点の評価 

 共通点（Ａ）及び共通点（Ｂ）で指摘した、横向き円柱状の軸体に、それよ

りも径が大きい複数のフィン部を等間隔に設けて一体とし、右側面（又は右側
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面斜め方向）から見た各フィン部の外周を円形状とした形状は、検査用照明機

器の物品分野の意匠において本願の出願前に広く知られている（例えば、日本

国特許庁が平成１６年（２００４年）４月８日に公開した公開特許公報に掲載

された特開２００４－１１１３７７に掲載された「光照射装置（１）」の意匠。

別紙第５参照。）ことから、需要者は特にその形状に注視するとはいい難い。

したがって、共通点（Ａ）及び共通点（Ｂ）が本件実線部分と甲１意匠の類否

判断に及ぼす影響は小さいというほかない。 

 そうすると、本件実線部分と甲１意匠の形態の共通点はいずれも類否判断に

及ぼす影響が小さく、共通点があいまった視覚的印象を考慮しても、共通点が

類否判断に及ぼす影響は小さいといわざるを得ない。 

 エ 本件実線部分と甲１意匠の形態の相違点の評価 

 これに対して、本件実線部分と甲１意匠の形態の相違点については、以下の

とおり評価される。 

 まず、相違点（ｂ）で指摘した各フィン部の正面形状についての相違、すな

わち、略縦長矩形状であるか（本件実線部分）、略凸レンズ状であるか又は不

明であるか（甲１意匠）の相違は、需要者が詳細に観察する各フィン部の形状

に関する相違であって、この相違は異なる美感を需要者に与えているから、相

違点（ｂ）が本件実線部分と甲１意匠の類否判断に及ぼす影響は大きい。 

 次に、相違点（ｃ）で指摘した、軸体の横幅（＝各フィン部の間隔）：中間

フィン部の横幅の比が本件実線部分では約３：１であるが、甲１意匠では不明

である相違は、全方向から観察される本件実線部分と甲１意匠の形 

状に関する相違であって、約３：１の比である本件実線部分を観察した際に需

要者が抱く美感と同様の美感を甲１意匠に対して需要者が抱くかは不明である。

そして、各フィン部の最大縦幅に対して軸体の縦幅が占める割合が、甲１意匠

が本件実線部分の約２倍（≒１／２．６÷１／５）である相違も、需要者に異

なる視覚的印象を与えているといえる。そうすると、相違点（ｃ）が本件実線

部分と甲１意匠の類否判断に及ぼす影響は大きいといわざるを得ない。 

 また、後フィン部の厚みが中間フィン部の約２倍であるか（本件実線部分）、

全てのフィン部の厚みが同じであるか（甲１意匠）の相違点（ａ）についても、

厚みの大きい後フィン部の有無の相違は需要者が一見して気が付く相違であり、

この相違は需要者に異なる視覚的印象を与えているというべきであるから、相

違点（ａ）が本件実線部分と甲１意匠の類否判断に及ぼす影響も大きいという

ほかない。 

 そうすると、相違点（ａ）ないし相違点（ｃ）は、いずれも本件実線部分と

甲１意匠の類否判断に大きな影響を及ぼすことから、本件実線部分と甲１意匠

を別異のものと印象付けるものであるということができる。 

 オ 請求人の主張について 

 請求人は、「甲第１号証に掲載されている物品が『検査用照明器具』に対し

て、甲第１号証に掲載されている物品は、『検査用照明器具』に限定されない

電子機器である。よって、本件登録意匠に係る物品『検査用照明器具』は、甲

第１号証に掲載されている物品『電子機器』に含まれるので、本件登録意匠に

係る物品と甲第１号証に掲載されている物品は共通する。」と主張する（前記
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第２の２（３）ア）。 

 しかし、本件登録意匠は、完成品である「検査用照明器具」であるのに対し

て、甲１意匠は「電子機器部品」であるから、意匠に係る物品が異なっており、

仮に電子機器が検査用照明器具を包含していることを肯定したとしても、完成

品と部品が共通するということはできないから、請求人の主張を採用すること

はできない。 

 カ 小括 

 以上のとおり、本件登録意匠と甲１意匠は、意匠に係る物品が相違し、本件

実線部分と甲１意匠（部品）の用途及び機能も異なり、甲１意匠の中に本件実

線部分（検査用照明器具の一部分）に相当する位置、大きさ及び範囲を見出す

ことができない上に、形態においても、共通点が類否判断に及ぼす影響はいず

れも小さいのに対して、相違点はいずれも類否判断に及ぼす影響は大きく、共

通点が需要者に与える美感を覆して本件登録意匠と甲１意匠を別異のものと印

象付けるものであるから、本件登録意匠は、甲１意匠に類似するということは

できない。 

 すなわち、本件登録意匠は、その意匠登録出願の出願前に日本国内又は外国

において頒布された刊行物（甲第１号証）に記載された甲１意匠（書籍『エレ

クトロニクスのための熱設計完全入門』の第１７１頁に記載された「タワー型

ヒートシンク」の意匠）に類似しないので、意匠法第３条第１項第３号に掲げ

る意匠には該当せず、同条同項柱書の規定により意匠登録を受けることができ

ないとはいえない。 

 したがって、請求人が主張する本件意匠登録の無効理由１には、理由がない。 

 

４ 無効理由２の判断 

 本件登録意匠が、甲１意匠に基づいて、当業者が容易に創作することができ

た意匠であるか否かについて、検討する。 

（１）甲１意匠について 

 甲１意匠の認定は、前記３（１）のとおりである。 

（２）創作非容易性の判断 

 前記３（２）ウ（イ）のとおり、本件実線部分と甲１意匠の形態は異なって

おり、特に、各フィン部が正面視略縦長矩形状であって、軸体の横幅：中間フ

ィン部の横幅の比が約３：１であり、後フィン部の厚みが中間フィン部の約２

倍である本件実線部分の形態は、その比が不明であって各フィン部の形状が略

凸レンズ状又は不明である甲１意匠の形態のみからでは当業者が容易に導き出

すことはできず、「検査用照明器具」の物品分野における当業者が甲１意匠の

形態に基づいて本件登録意匠を容易に創作したということはできない。 

（３）請求人の主張について 

 請求人は、「甲第１号証に掲載されている意匠（放熱部（タワー型のヒート

シンク））は、極めて周知なものである事実とともに、この書籍の性質におい

て熱設計の技術者に対して手本となるものであるから、これとほぼ違わぬ形状

を検査用照明器具において一者（しかも著者とは何ら関係のない者）に独占さ

せることは、熱設計の技術者に酷であるばかりか、世界市場において製品競争
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力の優位性を保たんとする我が国産業の発展を阻害するものである。」と主張

する（前記第２の２（４）ア）。 

 しかし、本件実線部分と甲１意匠の形態は、前記３（２）ウ（イ）のとおり

明らかに異なっており、「ほぼ違わぬ形状」であるとする請求人の指摘を首肯

することはできず、その指摘を前提にした請求人の上記主張を採用することは

できない。 

（４）小括 

 以上のとおり、本件登録意匠は、その意匠登録出願の出願前に日本国内及び

外国において公然知られた甲１意匠の形態に基づいて、本件登録意匠の属する

分野における通常の知識を有する者が容易に創作をすることができたというこ

とはできない。 

 したがって、請求人が主張する本件意匠登録の無効理由２には、理由がない。 

 

５ 無効理由３の判断 

 本件登録意匠が、甲２意匠と類似する意匠であるか否かについて検討する。 

（１）甲２意匠（別紙第３参照） 

 甲２意匠は、甲第２号証の資料１（別紙第３参照）に記載された「ＩＨＶ－

２７Ｒ」（同軸スポット照明）の意匠であって、「ＩＨＶ－２７Ｒ」に関する

平成１４年７月２６日付けの注文書及び平成１４年８月２９日付けの出荷案内

書（甲第２号証の資料２。別紙第３参照。）によれば、甲２意匠は、本件登録

意匠の出願前である平成１４年（２００２年）までに日本国内又は外国におい

て公然知られたものであると認められる。 

 ア 甲２意匠の意匠に係る物品 

 本件登録意匠の出願前である平成１５年（２００３年）１０月１日に発行さ

れた『画像ラボ』第１４巻第１０号（甲第２号証の資料４。別紙第３参照。）

には、「ＩＨＶ－２７Ｒ」を含むＩＨＶシリーズの用途として「鏡面上のワー

ク検査に最適」と記載され、特徴として「超高輝度ＬＥＤよりさらに高出力の

パワーＬＥＤを独自技術で集光させた超高輝度タイプ」と記載されている。 

 これらの記載によれば、甲２意匠の意匠に係る物品（同軸スポット照明）は、

ワーク検査の用途を有し、ＬＥＤを集光する機能を有している。 

 また、甲２意匠において、本件登録意匠の部分意匠として意匠登録を受けよ

うとする部分、すなわち本件実線部分と対比される部分は、本件実線部分に相

当する部分（以下「甲２相当部分」という。）である。 

 イ 甲２相当部分の用途及び機能並びに位置、大きさ及び範囲 

 甲２相当部分は、同軸スポット照明のうち、「ＳＭＲ－０３Ｖ－Ｂ」と指示

されたコネクターを除いた本体部において、正面右側の４つのフィン部及びそ

れを繋ぐ軸体が一体になった部分である。甲２相当部分は、同軸スポット照明

の放熱に係る用途及び機能を有すると推認され、正面視本体部全幅の約１／４．

５の横幅の大きさ及び範囲を占めており、正面視本体部右側に位置するもので

ある。 

 ウ 甲２相当部分の形態 

 甲２相当部分の形態は、以下のとおりである。 
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 なお、審判請求書別紙第１に表された本件登録意匠の図面の向きに合わせて、

甲２意匠の形態を認定する。すなわち、甲第２号証の資料１の左側に表された

甲２意匠の図を「正面図」として認定する。 

 （ア）全体の構成 

 正面から見て、横向き円柱状の軸体に、それよりもやや径が大きい略円盤状

のフィン部が４つ等間隔に設けられて一体になったものであり、中間のフィン

部は同形同大であり、最後部のフィン部（後フィン部）は、中間フィン部とほ

ぼ同形であるが、幅（厚み）が中間フィン部に比べて大きく、後端面の外周角

部が面取りされている。 

 また、右端面には、コネクター（指示線により「ＳＭＲ－０３Ｖ－Ｂ」と指

示されている。）のケーブルが接続されているので、ケーブルとの接続部が設

けられていると推認される。（接続部がどのような形状であるか、後フィン部

の右側面左右方向のどの位置に設けられているかは不明である。） 

 （イ）各フィン部の右側面形状 

 右側面（又は右側面斜め方向）から見た各フィン部の外周は円形状であると

推認される（各フィン部の最大縦幅について「φ２７」の記載があり、「φ」

は円の直径を表す記号である。）。 

 （ウ）各フィン部の正面形状 

 正面から見た中間フィン部の横幅：縦幅は約１：１８であり、後フィン部の

それは約１：１１である。すなわち、後フィン部の厚みは中間フィン部の約８

／５倍である。 

 （エ）軸体と各フィン部の構成比 

 正面から見た軸体の縦幅と各フィン部の最大縦幅の比は、約５：６．５であ

る。また、軸体の横幅（＝各フィン部の間隔）：中間フィン部の横幅の比は、

約５：８．５である。 

（２）本件登録意匠と甲２意匠の対比 

 ア 意匠に係る物品 

 本件登録意匠の意匠に係る物品は「検査用照明器具」であり、甲２意匠の意

匠に係る物品は「同軸スポット照明」であって、共に検査の用途を有し、ＬＥ

Ｄを照射又は集光する機能を有しているので、本件登録意匠と甲２意匠の意匠

に係る物品は共通する。 

 イ 本件実線部分と甲２相当部分の用途及び機能並びに位置、大きさ及び範

囲 

 本件実線部分と甲２相当部分は、共に放熱に係る用途及び機能を有し、正面

視右上又は右側に位置するものである。また、横幅が正面視全幅の約１／５で

ある本件実線部分と、正面視本体部全幅の約１／４．５である甲２相当部分は、

意匠全体に占める大きさ及び範囲がほぼ同一であるといえる。したがって、本

件実線部分と甲２相当部分の用途及び機能並びに位置、大きさ及び範囲は共通

する。 

 ウ 本件実線部分と甲２相当部分の形態 

 本件実線部分と甲２相当部分には、以下の共通点と相違点が認められる。 

 （ア）共通点 



 29 / 62 

 

 （Ａ）全体の構成についての共通点 

 正面から見て、横向き円柱状の軸体に、それよりも径が大きい略円盤状のフ

ィン部が複数個等間隔に設けられて一体になったものであり、中間のフィン部

は同形同大であり、後フィン部は中間フィン部とほぼ同形であるが、幅（厚み）

が中間フィン部に比べて大きく、後端面の外周角部が面取りされている。 

 （Ｂ）各フィン部の右側面形状 

 右側面（又は右側面斜め方向）から見た各フィン部の外周は円形状である。 

 （Ｃ）各フィン部の正面形状 

 正面から見た後フィン部の横幅：縦幅は約１：１１～１２である。 

 （イ）相違点 

 （ａ）ケーブル接続部の有無の相違点 

 甲２相当部分の右端面には、ケーブルとの接続部が設けられているが、本件

実線部分にはケーブルとの接続部は設けられていない。 

 （ｂ）フィン部の数についての相違点 

 本件実線部分のフィン部の数は３つであるが、甲２相当部分のフィン部の数

は４つである。 

 （ｃ）軸体の縦幅と各フィン部の最大縦幅の比についての相違点 

 正面から見た軸体の縦幅と各フィン部の最大縦幅の比が、本件実線部分では

約１：５であるが、甲２相当部分では約５：６．５である。 

 （ｄ）軸体の横幅と中間フィン部の横幅の比ついての相違点 

 軸体の横幅（＝各フィン部の間隔）と中間フィン部の横幅の比は、本件実線

部分では約３：１であるが、甲２相当部分では約５：８．５である。 

 （ｅ）正面から見た中間フィン部の横幅：縦幅は、本件実線部分では約１：

２４であるが、甲２相当部分では約１：１８である。 

（３）本件登録意匠と甲２意匠の類否判断 

 「検査用照明器具」又は「同軸スポット照明」の使用状態においては、物品

の全体が露出しており、使用者は全方向から物品を観察することとなり、特に、

本件実線部分のフィン部と軸体は、物品上部の軸方向の約１／５を占めること

から、使用者や取引者を含む物品の需要者は、フィン部と軸体の細部に亘って

全方向から詳細に観察するということができる。したがって、「検査用照明器

具」又は「同軸スポット照明」の意匠の類否判断については、物品の使用や取

引を前提として、需要者の視点から、フィン部と軸体の形状を評価することと

する。 

 ア 意匠に係る物品 

 前記（２）アで認定したとおり、本件登録意匠と甲２意匠の意匠に係る物品

は共通する。 

 イ 本件実線部分と甲２相当部分の用途及び機能並びに位置、大きさ及び範

囲 

 前記（２）イで認定したとおり、本件実線部分と甲２相当部分の用途及び機

能並びに位置、大きさ及び範囲は共通する。 

 ウ 本件実線部分と甲２相当部分の形態の共通点の評価 

 共通点（Ａ）及び共通点（Ｂ）で指摘した、横向き円柱状の軸体にそれより
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も径が大きい複数のフィン部を等間隔に設けて一体とし、中間のフィン部を同

形同大として、後フィン部を中間フィン部とほぼ同形として幅（厚み）を中間

フィン部に比べて大きくし、後端面の外周角部を面取りして、右側面（又は右

側面斜め方向）から見た各フィン部の外周を円形状とした形状は、検査用照明

機器の物品分野の意匠において本願の出願前に広く知られている（例えば、日

本国特許庁が平成１６年（２００４年）４月８日に公開した公開特許公報に掲

載された特開２００４－１１１３７７に掲載された「光照射装置（１）」の意

匠。別紙第５参照。）ことから、需要者は特にその形状に注視するとはいい難

い。したがって、共通点（Ａ）及び共通点（Ｂ）が本件実線部分と甲２相当部

分の類否判断に及ぼす影響は小さいというほかない。 

 また、共通点（Ｃ）で指摘した、正面から見た後フィン部の横幅：縦幅が約

１：１１～１２である共通点についても、独特の視覚的印象を呈しているとは

いい難いので、共通点（Ｃ）が本件実線部分と甲２相当部分の類否判断に及ぼ

す影響は小さいといえる。 

 そうすると、本件実線部分と甲２相当部分の形態の共通点はいずれも類否判

断に及ぼす影響が小さく、共通点があいまった視覚的印象を考慮しても、共通

点が類否判断に及ぼす影響は小さいといわざるを得ない。 

 エ 本件実線部分と甲２相当部分の形態の相違点の評価 

 これに対して、本件実線部分と甲２相当部分の形態の相違点については、以

下のとおり評価される。 

 まず、相違点（ａ）で指摘した、右端面におけるケーブルとの接続部の有無

の相違は、需要者が一見して気付く相違であって、この相違は本件実線部分と

甲２相当部分を観察する需要者に対して異なる美感を起こさせるといえるから、

相違点（ａ）が本件実線部分と甲２相当部分の類否判断に及ぼす影響は大きい。 

 次に、相違点（ｃ）で指摘した、正面から見た軸体の縦幅と各フィン部の最

大縦幅の比が約１：５であるか（本件実線部分）、約５：６．５であるか（甲

２相当部分）の相違は、各フィン部の最大径に対する軸体の径が、本件実線部

分の方が甲２相当部分に比べて約１／４（＝１／５÷５／６．５）の細さであ

るという相違であり、本件実線部分の軸体が甲２相当部分に比べて著しく細く、

華奢な印象を需要者に与えているから、この相違は、本件実線部分と甲２相当

部分の類否判断に大きな影響を及ぼしているといえる。 

 また、相違点（ｄ）で指摘した、軸体の横幅（＝各フィン部の間隔）：中間

フィン部の横幅の比が約３：１であるか（本件実線部分）、約５：８．５であ

るか（甲２相当部分）の相違は、前者では軸体が太いのに対して後者では中間

フィン部が太いという相違であって、このように太さの大小が逆転した相違は

需要者に別異の視覚的印象を与えているというべきであるから、相違点（ｄ）

が本件実線部分と甲２相当部分の類否判断に及ぼす影響は大きい。 

 他方、相違点（ｅ）で指摘した、正面から見た中間フィン部の横幅：縦幅が

約１：２４であるか（本件実線部分）、約１：１８であるか（甲２相当部分）

の相違は、甲２相当部分における縦幅に対する横幅の比率が、本件実線部分に

おける同比率の約４／３倍（≒１．３倍）になっているものの、１．３倍は僅

かな差であり、需要者に別異の視覚的印象を与えるほどの差であるとはいい難
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い。したがって、相違点（ｅ）が本件実線部分と甲２相当部分の類否判断に及

ぼす影響は小さい。 

 また、フィン部の数が３つであるか４つであるかの相違点（ｂ）についても、

検査用照明機器の物品分野の意匠においてフィン部の数には様々な例が見られ

るから（例えば、甲３意匠では２つである。）、本件実線部分を観察する需要

者がフィン部の数が３つであることに特に注目するとはいい難いので、相違点

（ｂ）が本件実線部分と甲２相当部分の類否判断に及ぼす影響は小さい。 

 そうすると、相違点（ａ）、相違点（ｃ）及び相違点（ｄ）は本件実線部分

と甲２相当部分の類否判断に大きな影響を及ぼすことから、相違点（ｂ）及び

相違点（ｅ）の影響が小さいとしても、本件実線部分と甲２相当部分の形態の

相違点を総合すると、相違点が本件実線部分と甲２相当部分の類否判断に及ぼ

す影響は大きく、本件実線部分と甲２相当部分を別異のものと印象付けるもの

であるということができる。 

 オ 請求人の主張について 

 請求人は、「被請求人は、『仮に、この突条がフィンだとしても、それはケ

ーシングの側周囲に設けられているものであり、本件登録意匠のように、ケー

シングよりも後方に設けられているものではない』と述べている。 

しかし、甲第２号証の意匠は、部品の収容機能をもたず放熱効果のみの後方部

材（段差より後ろの部分）を設けた構造になっている。」と主張する 

（前記第２の３（２）イ（ウ））。 

 しかし、前記（１）ウ（ア）で認定した甲２相当部分（軸体に４つのフィン

部が設けられたもの）に部品の収容機能があるか否かにかかわらず、前記キの

とおり、本件実線部分と甲２相当部分の形態の相違点（ａ）、相違点（ｃ）及

び相違点（ｄ）は本件実線部分と甲２相当部分の類否判断に大きな影響を及ぼ

すことに変わりはないので、請求人の主張を採用することはできない。 

 カ 小括 

 以上のとおり、本件登録意匠と甲２意匠は、意匠に係る物品が共通し、本件

実線部分と甲２相当部分の用途及び機能並びに位置、大きさ及び範囲も共通す

るものの、本件実線部分と甲２相当部分の形態においては、共通点が類否判断

に及ぼす影響がいずれも小さいのに対して、相違点を総合すると、相違点が本

件実線部分と甲２相当部分の類否判断に及ぼす影響は大きく、本件実線部分と

甲２相当部分を別異のものと印象付けるものであるから、本件登録意匠は、甲

２意匠に類似するということはできない。 

 すなわち、本件登録意匠は、その意匠登録出願の出願前に日本国内又は外国

において公然知られた甲２意匠（甲第２号証の資料１に記載された「ＩＨＶ－

２７Ｒ」（同軸スポット照明）の意匠）に類似しないので、意匠法第３条第１

項第３号に掲げる意匠には該当せず、同条同項柱書の規定により意匠登録を受

けることができないとはいえない。 

 したがって、請求人が主張する本件意匠登録の無効理由３には、理由がない。 

 

６ 無効理由４の判断 

 本件登録意匠が、甲２意匠に基づいて、当業者が容易に創作することができ
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た意匠であるか否かについて、検討する。 

（１）甲２意匠について 

 甲２意匠の認定は、前記５（１）のとおりである。 

（２）創作非容易性の判断 

 前記５（２）ウ（イ）のとおり、本件実線部分と甲２意匠の形態は異なって

おり、右端面にケーブルとの接続部が無く、正面から見た軸体の縦幅と各フィ

ン部の最大縦幅の比が約１：５であって、軸体の横幅（＝各フィン部の間隔）

と中間フィン部の横幅の比が約３：１である本件実線部分の形態は、右端面に

ケーブルとの接続部が有り、正面から見た軸体の縦幅と各フィン部の最大縦幅

の比が約５：６．５であって、軸体の横幅（＝各フィン部の間隔）と中間フィ

ン部の横幅の比が約５：８．５である甲２相当部分の形態のみからでは当業者

が容易に導き出すことはできず、「検査用照明器具」の物品分野における当業

者が甲２意匠の形態に基づいて本件登録意匠を容易に創作したということはで

きない。 

（３）請求人の主張について 

 請求人は、「被請求人は、『甲２意匠では、電源ケーブルがケーシング後端

から引き出されているが、このデザイン発想から脱却できていない以上、本件

物品業界の当業者が容易に創作できるとは到底考えられない』と述べている。

しかし、前記ア（イ）でも述べたように、『電源ケーブルは貫通せず、後端面

には電源ケーブルの引き出し口が存在しない』は、要部となり得ない。」と主

張する（前記第２の３（２）イ（エ））。 

 しかし、請求人が引用した、審決取消訴訟（平成３０年（行ケ）第１００２

０号）の判決（平成３０年６月２７日）においては、「後フィン部の後端面に

は電源ケーブルの引き出し口が存在しない、あるいは電源ケーブルが引き出さ

れていない」ことが間接的に把握できるにとどまるから、原告主張共通点「後

フィン部の後端面には電源ケーブルの引き出し口が存在しない、あるいは電源

ケーブルが引き出されていない形態」を、視覚を通じて具体的に認識できる共

通点と認めることができないと判示されているのみであり、同形態が要部とな

り得ないとは判示されていない（同判決の「第４ 当裁判所の判断」において

「要部」という語は用いられていない。）。 

したがって、請求人の主張を採用することはできない。 

（４）小括 

 以上のとおり、本件登録意匠は、その意匠登録出願の出願前に日本国内及び

外国において公然知られた甲２意匠の形態に基づいて、本件登録意匠の属する

分野における通常の知識を有する者が容易に創作をすることができたというこ

とはできない。 

 したがって、請求人が主張する本件意匠登録の無効理由４には、理由がない。 

 

７ 無効理由５の判断 

 本件登録意匠が、甲３意匠と類似する意匠であるか否かについて検討する。 

（１）甲３意匠（別紙第４参照） 

 甲１意匠は、意匠公報（甲第３号証。別紙第４参照）に記載された意匠登録



 33 / 62 

 

第１１７５７１２号（検査用照明器具）の意匠であって、同公報は、本件登録

意匠の出願前である平成１５年（２００３年）６月１６日に発行されている。 

 ア 甲３意匠の意匠に係る物品 

 甲３意匠の意匠に係る物品は、甲第３号証の記載によれば「検査用照明器具」

であり、甲第３号証の【意匠に係る物品の説明】には、「この物品は、工場等

において、製品に光を照射して製品の外観や傷等の検査に用いる照明器具であ」

ると記載されている。 

 また、甲３意匠において、本件登録意匠の部分意匠として意匠登録を受けよ

うとする部分、すなわち本件実線部分と対比される部分は、本件実線部分に相

当する部分（以下「甲３相当部分」という。）である。 

 イ 甲３相当部分の用途及び機能並びに位置、大きさ及び範囲 

 甲３相当部分は、検査用照明器具のうち、正面右側の２つのフィン部及びそ

れを繋ぐ軸体が一体になった部分である。甲３相当部分は、検査用照明器具の

放熱に係る用途及び機能を有すると推認され、正面視全幅の約１／７の横幅の

大きさ及び範囲を占めており、正面視右側に位置するものである。 

 ウ 甲３相当部分の形態 

 甲３相当部分の形態は、以下のとおりである。 

 （ア）全体の構成 

 正面から見て、横向き円柱状の軸体に、それよりも径が大きい略円盤状のフ

ィン部が２つ設けられて一体になったものであり、右側の最後部のフィン部

（後フィン部）は、左側の中間フィン部とほぼ同形であるが、幅（厚み）が中

間フィン部に比べて大きく、後端面の外周角部が面取りされている。 

 （イ）各フィン部の右側面形状 

 右側面（又は右側面斜め方向）から見た各フィン部の外周は円形状である。 

 （ウ）各フィン部の正面形状 

 平面から見た中間フィン部の横幅：縦幅は約１：２３であり、後フィン部の

それは約１：１０である。すなわち、後フィン部の厚みは中間フィン部の約９

／４倍である。 

 （エ）軸体と各フィン部の構成比 

 正面から見た軸体の縦幅と各フィン部の最大縦幅の比は、約５：１２である。

また、軸体の横幅（＝各フィン部の間隔）：中間フィン部の横幅の比は、約

９：４である。 

 （オ）貫通孔について 

 各フィン部には、右側面視上端寄りに円形の貫通孔が設けられており、「使

用状態を示す正面図」によれば、この貫通孔にはケーブルが挿入される。 

（２）本件登録意匠と甲３意匠の対比 

 ア 意匠に係る物品 

 本件登録意匠の意匠に係る物品は「検査用照明器具」であり、甲３意匠の意

匠に係る物品は「検査用照明器具」であるから、本件登録意匠と甲３意匠の意

匠に係る物品は同一である。 

 イ 本件実線部分と甲３相当部分の用途及び機能並びに位置、大きさ及び範

囲 
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 本件実線部分と甲３相当部分は、共に検査用照明器具の放熱に係る用途及び

機能を有し、正面視右上又は右側に位置するものである。また、横幅が正面視

全幅の約１／５である本件実線部分と、約１／７である甲３相当部分は、意匠

全体に占める大きさ及び範囲が同一ではないが、この差異はフィン部の数に起

因するものであり、検査用照明機器の物品分野の意匠においてフィン部の数に

は様々な例が見られるから（例えば、甲２意匠では４つである。）、本件実線

部分の大きさ及び範囲と、甲３相当部分の大きさ及び範囲は、どちらも検査用

照明機器の物品分野においてありふれている点で共通する。 

 したがって、本件実線部分と甲３相当部分の用途及び機能並びに位置、大き

さ及び範囲は共通する。 

 ウ 本件実線部分と甲３相当部分の形態 

 本件実線部分と甲３相当部分には、以下の共通点と相違点が認められる。 

 （ア）共通点 

 （Ａ）全体の構成についての共通点 

 正面から見て、横向き円柱状の軸体に、それよりも径が大きい略円盤状のフ

ィン部が複数個等間隔に設けられて一体になったものであり、後フィン部は中

間フィン部とほぼ同形であるが、幅（厚み）が中間フィン部に比べて大きく、

後端面の外周角部が面取りされている。 

 （Ｂ）各フィン部の右側面形状 

 右側面（又は右側面斜め方向）から見た各フィン部の外周は円形状である。 

 （Ｃ）各フィン部の正面形状 

 正面から見た中間フィン部の横幅：縦幅は約１：２３～２４であり、後フィ

ン部のそれは約１：１０～１２である。すなわち、後フィン部の厚みは中間フ

ィン部のほぼ２倍である。 

 （イ）相違点 

 （ａ）貫通孔の有無の相違点 

 甲３相当部分の各フィン部には、ケーブルを挿入するために右側面視上端寄

りに円形の貫通孔が設けられているが、本件実線部分にはそのような貫通孔は

設けられていない。 

 （ｂ）フィン部の数についての相違点 

 本件実線部分のフィン部の数は３つであるが、甲３相当部分のフィン部の数

は２つである。 

 （ｃ）軸体の縦幅と各フィン部の最大縦幅の比についての相違点 

 正面から見た軸体の縦幅と各フィン部の最大縦幅の比が、本件実線部分では

約１：５であるが、甲３相当部分では約５：１２である。 

 （ｄ）軸体の横幅と中間フィン部の横幅の比ついての相違点 

 軸体の横幅（＝各フィン部の間隔）と中間フィン部の横幅の比は、本件実線

部分では約３：１であるが、甲３相当部分では約９：４である。 

（３）本件登録意匠と甲３意匠の類否判断 

 「検査用照明器具」の使用状態においては、物品の全体が露出しており、使

用者は全方向から物品を観察することとなり、特に、本件実線部分のフィン部

と軸体は、物品上部の軸方向の約１／５を占めることから、使用者や取引者を
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含む物品の需要者は、フィン部と軸体の細部に亘って全方向から詳細に観察す

るということができる。したがって、「検査用照明器具」の意匠の類否判断に

ついては、物品の使用や取引を前提として、需要者の視点から、フィン部と軸

体の形状を評価することとする。 

 ア 意匠に係る物品 

 前記（２）アで認定したとおり、本件登録意匠と甲３意匠の意匠に係る物品

は同一である。 

 イ 本件実線部分と甲３相当部分の用途及び機能並びに位置、大きさ及び範

囲 

 前記（２）イで認定したとおり、本件実線部分と甲３相当部分の用途及び機

能並びに位置、大きさ及び範囲は共通する。 

 ウ 本件実線部分と甲３相当部分の形態の共通点の評価 

 共通点（Ａ）及び共通点（Ｂ）で指摘した、横向き円柱状の軸体にそれより

も径が大きい複数のフィン部を等間隔に設けて一体とし、後フィン部を中間フ

ィン部とほぼ同形として幅（厚み）を中間フィン部に比べて大きくし、後端面

の外周角部を面取りして、右側面（又は右側面斜め方向）から見た各フィン部

の外周を円形状とした形状は、検査用照明機器の物品分野の意匠において本願

の出願前に広く知られている（例えば、日本国特許庁が平成１６年（２００４

年）４月８日に公開した公開特許公報に掲載された特開２００４－１１１３７

７に掲載された「光照射装置（１）」の意匠。別紙第５参照。）ことから、需

要者は特にその形状に注視するとはいい難い。したがって、共通点（Ａ）及び

共通点（Ｂ）が本件実線部分と甲３相当部分の類否判断に及ぼす影響は小さい 

というほかない。 

 また、共通点（Ｃ）で指摘した、後フィン部の厚みが中間フィン部のほぼ２

倍である共通点は、確たる美感を需要者の視覚を通じて起こさせるということ

はできず、また、正面から見た中間フィン部の横幅：縦幅が約１：２３～２４

である共通点についても、独特の視覚的印象を呈しているとはいい難いので、

共通点（Ｃ）が本件実線部分と甲３相当部分の類否判断に及ぼす影響は小さい

といえる。 

 そうすると、本件実線部分と甲３相当部分の形態の共通点はいずれも類否判

断に及ぼす影響が小さく、共通点があいまった視覚的印象を考慮しても、共通

点が類否判断に及ぼす影響は小さいといわざるを得ない。 

 エ 本件実線部分と甲３相当部分の形態の相違点の評価 

 これに対して、本件実線部分と甲３相当部分の形態の相違点については、以

下のとおり評価される。 

 まず、相違点（ａ）で指摘した、各フィン部の右側面視上端寄りにおけるケ

ーブルを挿入するための円形貫通孔の有無の相違は、需要者が一見して気付く

相違であって、この相違は本件実線部分と甲３相当部分を観察する需要者に対

して異なる美感を起こさせるといえるから、相違点（ａ）が本件実線部分と甲

３相当部分の類否判断に及ぼす影響は大きい。 

 次に、相違点（ｃ）で指摘した、正面から見た軸体の縦幅と各フィン部の最

大縦幅の比が約１：５であるか（本件実線部分）、約５：１２であるか（甲３
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相当部分）の相違は、各フィン部の最大径に対する軸体の径が、本件実線部分

の方が甲３相当部分に比べて１／２以下の細さであるという相違であり、本件

実線部分の軸体が甲３相当部分に比べて明らかに細く、華奢な印象を需要者に

与えているから、この相違は、本件実線部分と甲３相当部分の類否判断に一定

程度の影響を及ぼしているといえる。 

 他方、相違点（ｄ）で指摘した、軸体の横幅（＝各フィン部の間隔）：中間

フィン部の横幅の比が約３：１であるか（本件実線部分）、約９：４であるか

（甲３相当部分）の相違は、後者が約３：１．３の比であるから両者の相違は

僅かであり、需要者に別異の視覚的印象を与えるほどの相違であるとはいい難

い。したがって、相違点（ｄ）が本件実線部分と甲３相当部分の類否判断に及

ぼす影響は小さい。 

 また、フィン部の数が３つであるか２つであるかの相違点（ｂ）についても、

検査用照明機器の物品分野の意匠においてフィン部の数には様々な例が見られ

るから（例えば、甲２意匠では４つである。）、本件実線部分を観察する需要

者がフィン部の数が３つであることに特に注目するとはいい難いので、相違点

（ｂ）が本件実線部分と甲３相当部分の類否判断に及ぼす影響は小さい。 

 そうすると、相違点（ａ）及び相違点（ｃ）は本件実線部分と甲３相当部分

の類否判断に大きな影響を及ぼすことから、相違点（ｂ）及び相違点（ｄ）の

影響が小さいとしても、本件実線部分と甲３相当部分の形態の相違点を総合す

ると、相違点が本件実線部分と甲３相当部分の類否判断に及ぼす影響は大きく、

本件実線部分と甲３相当部分を別異のものと印象付けるものであるということ

ができる。 

 オ 請求人の主張について 

 請求人は、「被請求人は、『そして、右側面図、参考Ａ－Ａ線拡大断面図に

おいて、フィン様のものに貫通孔が形成されていることから、この貫通孔が、

電源ケーブルを保持・挿通させるためのケーブル貫通孔であることは、需要

者・当業者からして明らかに看取できる』と主張している。しかし、前記ア

（イ）でも述べたように、『電源ケーブルは貫通せず、後端面には電源ケーブ

ルの引き出し口が存在しない』は、要部となり得ない。」と主張する（前記第

２の３（２）イ（オ））。 

 しかし、請求人が引用した、審決取消訴訟（平成３０年（行ケ）第１００２

０号）の判決（平成３０年６月２７日）においては、「後フィン部の後端面に

は電源ケーブルの引き出し口が存在しない、あるいは電源ケーブルが引き出さ

れていない」ことが間接的に把握できるにとどまるから、原告主張共通点「後

フィン部の後端面には電源ケーブルの引き出し口が存在しない、あるいは電源

ケーブルが引き出されていない形態」を、視覚を通じて具体的に認識できる共

通点と認めることができないと判示されているのみであり、同形態が要部とな

り得ないとは判示されていない（同判決の「第４ 当裁判所の判断」において

「要部」という語は用いられていない。）。 

したがって、請求人の主張を採用することはできない。 

 キ 小括 

 以上のとおり、本件登録意匠と甲３意匠は、意匠に係る物品が同一であり、
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本件実線部分と甲３相当部分の用途及び機能並びに位置、大きさ及び範囲が共

通するものの、本件実線部分と甲３相当部分の形態においては、共通点が類否

判断に及ぼす影響がいずれも小さいのに対して、相違点を総合すると、相違点

が本件実線部分と甲３相当部分の類否判断に及ぼす影響は大きく、本件実線部

分と甲３相当部分を別異のものと印象付けるものであるから、本件登録意匠は、

甲３意匠に類似するということはできない。 

 すなわち、本件登録意匠は、その意匠登録出願の出願前に日本国内又は外国

において頒布された刊行物（甲第３号証）に記載された甲３意匠（意匠公報に

記載された意匠登録第１１７５７１２号（検査用照明器具）の意匠）に類似し

ないので、意匠法第３条第１項第３号に掲げる意匠には該当せず、同条同項柱

書の規定により意匠登録を受けることができないとはいえない。 

 したがって、請求人が主張する本件意匠登録の無効理由５には、理由がない。 

 

８ 無効理由６の判断 

 本件登録意匠が、甲３意匠に基づいて、当業者が容易に創作することができ

た意匠であるか否かについて、検討する。 

（１）甲３意匠について 

 甲３意匠の認定は、前記７（１）のとおりである。 

（２）創作非容易性の判断 

 前記７（２）ウ（イ）のとおり、本件実線部分と甲３相当部分の形態は異な

っており、右側面視上端寄りに円形の貫通孔が無く、正面から見た軸体の縦幅

と各フィン部の最大縦幅の比が約１：５である本件実線部分の形態は、右側面

視上端寄りに円形の貫通孔が有り、正面から見た軸体の縦幅と各フィン部の最

大縦幅の比が約５：１２である甲３相当部分の形態のみからでは当業者が容易

に導き出すことはできず、「検査用照明器具」の物品分野における当業者が甲

３意匠の形態に基づいて本件登録意匠を容易に創作したということはできない。 

（３）請求人の主張について 

 請求人は、「被請求人は、『甲３意匠では、電源ケーブルがケーシング後端

面から引き出されているが、このデザイン発想から脱却できていない以上、本

件物品業界の当業者が容易に創作できるとは到底考えられない』と述べている。

しかし、前記ア（イ）でも述べたように、『電源ケーブルは貫通せず、後端面

には電源ケーブルの引き出し口が存在しない』は、要部となり得ない。」と主

張する（前記第２の３（２）イ（カ））。 

 しかし、請求人が引用した、審決取消訴訟（平成３０年（行ケ）第１００２

０号）の判決（平成３０年６月２７日）においては、「後フィン部の後端面に

は電源ケーブルの引き出し口が存在しない、あるいは電源ケーブルが引き出さ

れていない」ことが間接的に把握できるにとどまるから、原告主張共通点「後

フィン部の後端面には電源ケーブルの引き出し口が存在しない、あるいは電源

ケーブルが引き出されていない形態」を、視覚を通じて具体的に認識できる共

通点と認めることができないと判示されているのみであり、同形態が要部とな

り得ないとは判示されていない（同判決の「第４ 当裁判所の判断」において

「要部」という語は用いられていない。）。 
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したがって、請求人の主張を採用することはできない。 

（４）小括 

 以上のとおり、本件登録意匠は、その意匠登録出願の出願前に日本国内及び

外国において公然知られた甲３意匠の形態に基づいて、本件登録意匠の属する

分野における通常の知識を有する者が容易に創作をすることができたというこ

とはできない。 

 したがって、請求人が主張する本件意匠登録の無効理由６には、理由がない。 

 

９ 無効理由７の判断 

 本件登録意匠が、甲１意匠及び甲２意匠に基づいて、当業者が容易に創作す

ることができた意匠であるか否かについて、検討する。 

（１）甲１意匠及び甲２意匠について 

 甲１意匠の認定は前記３（１）のとおりであり、甲２意匠の認定は前記５

（１）のとおりである。 

（２）創作非容易性の判断 

 前記３（２）ウ（イ）のとおり、本件実線部分と甲１意匠の形態は異なって

おり、また、前記５（２）ウ（イ）のとおり、本件実線部分と甲２意匠の形態

も異なっているので、甲１意匠と甲２意匠のみからでは、正面から見た軸体の

縦幅と各フィン部の最大縦幅の比が約１：５であって、軸体の横幅（＝各フィ

ン部の間隔）と中間フィン部の横幅の比が約３：１である本件実線部分の形態

を当業者が容易に導き出すことはできず、「検査用照明器具」の物品分野にお

ける当業者が甲１意匠の形態及び甲２意匠の形態に基づいて本件登録意匠を容

易に創作したということはできない。 

（３）請求人の主張について 

 請求人は、「長年当業者に親しまれて極めて周知な甲第１号証の意匠の後端

フィンを、甲第２号証に記載されているような周知の分厚い後端フィンに置き

換えて構成することは当業者にとってありふれた手法である。」と主張する

（前記第２の３（２）イ（キ））。 

 しかし、仮に甲２意匠の形態に基づいて、後フィンの厚みを大きくすること

がありふれた手法であるとしても、上述のとおり、正面から見た軸体の縦幅と

各フィン部の最大縦幅の比が約１：５であって、軸体の横幅と中間フィン部の

横幅の比が約３：１である本件実線部分の形態を導き出すことはできないので、

請求人の主張を採用することはできない。 

（４）小括 

 以上のとおり、本件登録意匠は、その意匠登録出願の出願前に日本国内及び

外国において公然知られた甲１意匠の形態及び甲２意匠の形態に基づいて、本

件登録意匠の属する分野における通常の知識を有する者が容易に創作をするこ

とができたということはできない。 

 したがって、請求人が主張する本件意匠登録の無効理由７には、理由がない。 

 

１０ 無効理由８の判断 

 本件登録意匠が、甲１意匠及び甲３意匠に基づいて、当業者が容易に創作す
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ることができた意匠であるか否かについて、検討する。 

（１）甲１意匠及び甲３意匠について 

 甲１意匠の認定は前記３（１）のとおりであり、甲３意匠の認定は前記７

（１）のとおりである。 

（２）創作非容易性の判断 

 前記３（２）ウ（イ）のとおり、本件実線部分と甲１意匠の形態は異なって

おり、また、前記７（２）ウ（イ）のとおり、本件実線部分と甲３意匠の形態

も異なっているので、正面から見た各フィン部の形状が略凸レンズ状であるか

又は不明である甲１意匠と、右側面視上端寄りに円形の貫通孔が有る甲３意匠

のみからでは、正面から見た各フィン部が略縦長矩形状であり、右側面視上端

寄りに円形の貫通孔が無く、正面から見た軸体の縦幅と各フィン部の最大縦幅

の比が約１：５である本件実線部分の形態を当業者が容易に導き出すことはで

きず、「検査用照明器具」の物品分野における当業者が甲１意匠の形態及び甲

３意匠の形態に基づいて本件登録意匠を容易に創作したということはできない。 

（３）請求人の主張について 

 請求人は、「長年当業者に親しまれて極めて周知な甲第１号証の意匠の後端

フィンを、甲第３号証に記載されているような周知の分厚い後端フィンに置き

換えて構成することは当業者にとってありふれた手法である。」と主張する

（前記第２の３（２）イ（ク））。 

 しかし、仮に甲３意匠の形態に見られるように後フィンの厚みを大きくする

ことがありふれた手法であるとしても、上述のとおり、甲１意匠の形態及び甲

３意匠の形態のみからでは、本件実線部分の形態を導き出すことはできないの

で、請求人の主張を採用することはできない。 

（４）小括 

 以上のとおり、本件登録意匠は、その意匠登録出願の出願前に日本国内及び

外国において公然知られた甲１意匠の形態及び甲３意匠の形態に基づいて、本

件登録意匠の属する分野における通常の知識を有する者が容易に創作をするこ

とができたということはできない。 

 したがって、請求人が主張する本件意匠登録の無効理由８には、理由がない。 

 

第６ むすび 

 以上のとおりであって、請求人の主張する無効理由１ないし無効理由８には

いずれも理由がないので、本件登録意匠の登録は、意匠法第４８条第１項の規

定によって無効とすることはできない。 

 

 審判に関する費用については、意匠法第５２条で準用する特許法第１６９条

第２項で準用する民事訴訟法第６１条の規定により、請求人が負担すべきもの

とする。 

 

 よって、結論のとおり審決する。 

 

  平成３０年１１月２７日 
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審判長 特許庁審判官  木本 直美 

特許庁審判官  小林 裕和 

特許庁審判官  渡邉 久美 
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